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他自治体の条例と本県条例たたき台 比較表 

東京都 岩手県 山形県 仙台市 宮城県（たたき台） 

東京都公文書等の管理に関する条例 

平成２９年東京都条例第３９号 

公文書の管理に関する条例 

令和４年岩手県条例第２０号 

山形県公文書等の管理に関する条例 

平成３１年山形県条例第１４号 

仙台市公文書等の管理に関する条例 

令和５年仙台市条例第１号 

（仮）公文書の管理に関する条例 

目次 

第１章 総則(第１条―第５条) 

第２章 公文書の管理 

第１節 文書の作成(第６条) 

第２節 公文書の整理等(第７条―第 

１７条) 

 

 

第３章 特定歴史公文書等の保存、利用

等(第１８条―第３７条) 

第４章 東京都公文書管理委員会(第３８

条・第３９条) 

第５章 雑則(第４０条―第４２条) 

 

附則 

目次 

第１章 総則(第１条―第３条) 

第２章 行政文書等の管理 

第１節 文書の作成(第４条) 

第２節 行政文書等の整理等(第５条

―第１０条) 

第３章 法人文書の管理(第１１条・第

１２条) 

第４章 歴史公文書の保存、利用等(第

１３条―第３０条) 

第５章 岩手県公文書管理委員会(第３

１条―第４４条) 

第６章 雑則(第４５条―第５０条) 

第７章 罰則(第５１条) 

附則 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 公文書の管理 

第１節 文書の作成（第４条） 

第２節 公文書の整理等（第５条－第

１０条） 

第３章 法人文書の管理（第１１条－第

１３条） 

第４章 特定歴史公文書の保存、利用等

（第１４条－第２９条） 

第５章 山形県公文書等管理委員会（第

３０条－第３８条） 

第６章 雑則（第３９条－第４１条） 

第７章 罰則（第４２条） 

附則 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条）  

第２章 公文書の管理（第４条―第１４

条）  

 

 

 

 

第３章 歴史的公文書等の保存、利用等

（第１５条―第３３条） 

第４章 仙台市公文書館（第３４条―第

３７条） 

第５章 雑則（第３８条・第３９条）  

 

附則 

目次 

第１章 総則 

第２章 行政文書の管理 

 

 

 

 

 

第３章 特定歴史行政文書等の保存、利

用等 

第４章 公文書管理委員会 

 

第５章 雑則 

前文 

新たな時代に向けて地方分権が進展する

中で、公正で透明な都政の推進と都民によ

る都政への参加の促進により、開かれた都

政を実現し、日本国憲法が保障する地方自

治を確立していくことが求められている。 

情報公開制度は、このような開かれた都

政を推進していく上でなくてはならない仕

組みとして発展してきたものである。東京

都は、都民の「知る権利」が情報公開の制

度化に大きな役割を果たしてきたことを十

分に認識し、都民がその知ろうとする東京

都の保有する情報を得られるよう、情報の

公開を一層進めていかなければならない。 

このような考え方に立って、この条例を

制定する。 

 

 

 

    

資料２ 
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東京都 岩手県 山形県 仙台市 宮城県（たたき台） 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、東京都（以下

「都」という。）の諸活動や歴史的事

実の記録である公文書等が、都民によ

る都政への参加を進めるために不可欠

な都民共有の財産であることを明らか

にするとともに、公文書等の適正な管

理が情報公開の基盤であるとの認識の

下、都民が主体的に公文書等を利用し

得ることに鑑み、公文書等の管理に関

する基本的な事項を定めることによ

り、公文書の適正な管理、歴史公文書

等の適切な保存及び利用等を図り、も

って都政の透明化を推進し、現在及び

将来の都民に対する説明責任を果たす

ことを目的とする。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、公文書の管理に

関する基本的事項を定めること等に

より、行政文書等及び法人文書の適

正な管理並びに歴史公文書の適切な

保存、利用等を図り、もって行政が

適正かつ効率的に運営されるように

するとともに、県及び地方独立行政

法人等の諸活動を現在及び将来の県

民に説明する責務が全うされるよう

にすることを目的とする。 

 

 （第３条に基本理念を規定） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、県及び地方独立行

政法人の諸活動及び歴史的事実の記録

である公文書等が、健全な民主主義の

根幹を支える県民共有の知的資源とし

て、県民が主体的に利用し得るもので

あることに鑑み、公文書等の管理に関

する基本的事項を定めることにより、

公文書等の適正な管理、歴史公文書の

適切な保存及び利用等を図り、もって

県政が適正かつ効率的に運営されるよ

うにするとともに、県及び地方独立行

政法人の有するその諸活動を現在及び

将来の県民に説明する責務が全うされ

るようにすることを目的とする。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市の諸活動や歴史

的事実の記録である公文書等が、市民

共有の知的資源であることに鑑み、公

文書管理の基本的事項を定めることに

より、公文書の適正な管理並びに歴史

的公文書等の適切な保存及び利用等を

図り、もって市政が適正かつ効率的に

運営されるようにするとともに、市の

諸活動を現在及び将来の市民に説明す

る責務が全うされるようにすることを

目的とする。 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、県の諸活動や歴史

的事実の記録である公文書が、健全な

民主主義の根幹を支える県民共有の知

的資源として、県民が主体的に利用し

得るものであるとともに、その適正な

管理が県民の知る権利を尊重する情報

公開制度の基盤となることを踏まえ、

公文書の管理に関する基本的事項を定

めること等により、行政文書の適正な

管理、歴史行政書等の適切な保存及び

利用等を図り、もって県政が適正かつ

効率的に運用されるようにするととも

に、県の諸活動を現在及び将来の県民

に説明する責務が全うされるようにす

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」

とは、知事、教育委員会、選挙管理委

員会、人事委員会、監査委員、公安委

員会、労働委員会、収用委員会、海区

漁業調整委員会、内水面漁場管理委員

会、固定資産評価審査委員会、公営企

業管理者、警視総監及び消防総監並び

に都が設立した地方独立行政法人（地

方独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第２条第１項に規定する地

方独立行政法人をいう。次項において

同じ。）をいう。 

２ この条例において「公文書」とは、

実施機関の職員（都が設立した地方独

立行政法人の役員を含む。以下同

じ。）が職務上作成し、又は取得した

文書、図画、写真、フィルム及び電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいう。

（定義等） 

第２条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 実施機関 知事、議会、教育委

員会、公安委員会、警察本部長、

選挙管理委員会、監査委員、人事

委員会、労働委員会、収用委員

会、海区漁業調整委員会、内水面

漁場管理委員会及び公営企業の管

理者をいう。 

(2) 地方独立行政法人等 県が設立

した地方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成１５年法律第１

１８号）第２条第１項に規定する

地方独立行政法人をいう。）及び

岩手県土地開発公社をいう。 

(3) 行政文書等 行政文書（議会以

外の実施機関の職員が職務上作成

し、又は取得した文書（図画及び

電磁的記録（電子的方式、磁気的

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」

とは、知事、教育委員会、選挙管理委

員会、人事委員会、監査委員、公安委

員会、警察本部長、労働委員会、収用

委員会、海区漁業調整委員会、内水面

漁場管理委員会、企業管理者及び病院

事業管理者をいう。 

２ この条例（第２１条第１項を除

く。）において「地方独立行政法人」

とは、県が設立団体である地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項に規定する地方独立

行政法人をいう。 

３ この条例において「公文書」とは、

実施機関の職員が職務上作成し、又は

取得した文書（図画及び写真その他情

報が記録された規則で定める記録媒体

を含む。第２２条を除き、以下同

じ。）であって、当該実施機関の職員

が組織的に用いるものとして、当該実

（定義）  

第２条 この条例において「公文書」と

は、実施機関の職員が職務上作成

し、又は取得した 文書、図画及び電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識する 

ことができない方式で作られた記録

をいう。以下同じ。）であって、当

該実施機関の職員 が組織的に用いる

ものとして、当該実施機関が保有し

ているものをいう。ただし、次に掲

げるものを除く。  

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、

書籍その他不特定多数の者に販売す

ることを目的として発行されるもの 

(2) 博物館その他の市の機関におい

て、歴史的若しくは文化的な資料又

は学術研究用の資料として特別の管

理がされているもの（歴史的公文書

を除く。）  

（定義） 

第２条 この条例において「実施機

関」とは、知事、公営企業管理者、

教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、公安委員会、警

察本部長、労働委員会、収用委員

会、海区漁業調整委員会及び内水面

漁場管理委員会、県が設立した地方

独立行政法人（地方独立行政法人法

(平成１５年法律第１１８号)第２条

第１項に規定する地方独立行政法人

をいう。以下同じ。）並びに宮城県

住宅供給公社、宮城県道路公社及び

宮城県土地開発公社（以下「公社」

という。）をいう。 

２ この条例において「行政文書」と

は、実施機関の職員（県が設立した

地方独立行政法人及び公社にあって

は、役員を含む。以下同じ。）が職

務上作成し、又は取得した文書（図

画、写真及びスライドフィルム（こ
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以下同じ。）であって、当該実施機関

の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをい

う。ただし、次に掲げるものを除く。 

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書

籍その他不特定多数の者に販売するこ

とを目的として発行されるもの 

(2) 特定歴史公文書等 

(3) 東京都規則で定める都の機関等にお

いて、歴史的若しくは文化的な資料又

は学術研究用の資料として特別の管理

がされているもの 

３ この条例において「歴史公文書等」

とは、歴史資料として重要な公文書そ

の他の文書をいう。 

４ この条例において「特定歴史公文書

等」とは、歴史公文書等のうち、次に

掲げるものをいう。 

(1) 第１０条第１項又は第１１条第１項

の規定により東京都公文書館（以下

「公文書館」という。）に移管された

もの 

(2) 法人その他の団体（実施機関を除

く。以下「法人等」という。）又は個

人から公文書館に寄贈され、又は寄託

されたもの 

５ この条例において「公文書等」と

は、次に掲げるものをいう。 

(1) 公文書 

(2) 特定歴史公文書等 

方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作ら

れた記録をいう。第４０条を除

き、以下同じ。）を含む。第２３

条及び第２４条を除き、以下同

じ。）であって、当該実施機関の

職員が組織的に用いるものとし

て、当該実施機関が保有している

ものをいう。）及び議会の事務局

の職員が職務上作成し、又は取得

した文書であって、議会の事務局

の職員が組織的に用いるものとし

て、議会が保有しているものをい

う。ただし、次に掲げるものを除

く。 

ア 新聞、雑誌、書籍その他不特

定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

イ 歴史公文書 

ウ 岩手県立図書館、地方自治法

(昭和２２年法律第６７号)第１

００条第１９項の規定により議

会に附置された議会図書室その

他の施設において、歴史的若し

くは文化的な資料又は学術研究

用若しくは調査研究用の資料と

して特別の管理がされているも

の 

(4) 法人文書 地方独立行政法人等

の役員又は職員が職務上作成し、

又は取得した文書であって、当該

地方独立行政法人等の役員又は職

員が組織的に用いるものとして、

当該地方独立行政法人等が保有し

ているものをいう。ただし、次に

掲げるものを除く。 

ア 新聞、雑誌、書籍その他不特

定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

イ 歴史公文書 

施機関が保有しているものをいう。た

だし、次に掲げるものを除く。 

(1) 官報、県公報、白書、新聞、雑

誌、書籍その他不特定多数の者に販

売することを目的として発行される

もの 

(2) 特定歴史公文書 

(3) 山形県立図書館、山形県立博物館

その他の規則で定める施設におい

て、規則で定めるところにより、一

般の利用に供することを目的として

特別の管理がされているもの（前２

号に掲げるものを除く。） 

４ この条例において「法人文書」と

は、地方独立行政法人の役員又は職員

が職務上作成し、又は取得した文書で

あって、当該地方独立行政法人の役員

又は職員が組織的に用いるものとし

て、当該地方独立行政法人が保有して

いるものをいう。ただし、次に掲げる

ものを除く。 

(1) 官報、県公報、白書、新聞、雑

誌、書籍その他不特定多数の者に販

売することを目的として発行される

もの 

(2) 特定歴史公文書 

(3) 規則で定める施設において、規則

で定めるところにより、一般の利用

に供することを目的として特別の管

理がされているもの（前２号に掲げ

るものを除く。） 

５ この条例において「歴史公文書」と

は、公文書及び法人文書のうち、歴史

資料として重要な文書として、規則で

定める基準に適合するものをいう。 

６ この条例において「特定歴史公文

書」とは、歴史公文書のうち、次に掲

げるものをいう。 

(1) 第８条第１項の規定により知事に

移管されたもの 

２ この条例において「歴史的公文書」

とは、公文書のうち、歴史資料として

重要なものとして第１１条第１項の規

定により保存されているもの及び同条

第４項の規定により市長に移管された

ものをいう。  

３ この条例において「歴史的公文書

等」とは、次に掲げるものをいう。 

  (1) 歴史的公文書 

(2) 法人その他の団体（本市を除

く。以下「法人等」という。）

又は個人から本市が設置する公

文書館へ寄贈された文書、図画

及び電磁的記録（公文書を除

く。）  

４ この条例において「実施機関」と

は、市長、議会の議長、教育委員会、

選挙管理委員会、人事委員会、監査委

員、農業委員会、固定資産評価審査委

員会、公営企業管理者及び消防長をい

う。 

れらを撮影したマイクロフィルムを

含む。以下同じ。）並びに電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をい

う。以下同じ。）を含む。以下同

じ。）であって、当該実施機関の職

員が組織的に用いるものとして、当

該実施機関が保有しているものをい

う。ただし、次に掲げるものを除

く。 

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑

誌、書籍その他不特定多数の者に

販売することを目的として発行さ

れるもの 

(2) 特定歴史行政文書等 

(3) 規則で定める県の機関等におい

て、規則で定めるところにより、歴

史的若しくは文化的な資料又は学術

研究用の資料として特別の管理がさ

れているもの 

３ この条例において「歴史行政文書

等」とは、歴史資料として重要な行政

文書その他の文書をいう。 

４ この条例において「特定歴史行政 

文書等」とは、歴史行政文書等のう

ち、次に掲げるものをいう。 

 (1) 第９条第１項の規定により宮城県

公文書館（以下「公文書館」とい

う。）に移管されたもの 

 (2) 法人その他の団体（実施機関を除

く。以下「法人等」という。）又は

個人から公文書館に寄贈され、又は

寄託されたもの 

５ この条例において「公文書」とは、

次に掲げるものをいう。 

 (1) 行政文書 

 (2) 特定歴史行政文書等 
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ウ 岩手県立図書館その他の機関

において、歴史的若しくは文化

的な資料又は学術研究用の資料

として特別の管理がされている

もの 

 (5) 歴史公文書 歴史的価値を有

する行政文書等又は法人文書の

うち、第８条第１項又は第１１

条第４項の規定により一般の利

用に供するための保存の措置が

講じられたものをいう。 

(6) 公文書 行政文書等、法人文

書及び歴史公文書をいう。 

２ 地方独立行政法人等は、この条例

（次章、第３章、第４７条及び第４

８条を除く。）の規定の適用につい

ては、実施機関とみなす。 

(2) 第１１条第４項の規定により知事

に移管されたもの 

７ この条例において「公文書等」と

は、次に掲げるものをいう。 

(1) 公文書 

(2) 法人文書  

(3) 特定歴史公文書 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、政策の形成過程及

びその実施について、この条例に定める

ところに従い、公文書を適正に作成し、

及び管理しなければならない。 

（基本理念） 

第３条 実施機関は、公文書が、県及

び地方独立行政法人等の諸活動並び

に歴史的事実の記録であり、健全な

民主主義の根幹を支える県民共有の

財産として、県民が主体的に利用し

得るものであるとの認識の下に、公

文書を適正に管理しなければならな

い。 

   

第４条 実施機関は、当該実施機関の職

員に対し、公文書の管理を適正かつ効

果的に行うために必要な知識及び技能

を習得させ、及び向上させるために必

要な研修を行わなければならない。 

２ 知事は、実施機関の職員に対し、歴

史公文書等の適切な保存及び移管を確

保するために必要な知識及び技能を習

得させ、及び向上させるために必要な

研修を行わなければならない。 

  

 （第４０条に研修に係る規定あり） 

 

 （第３８条に研修に係る規定あり） 

 

（他の法令等との関係） 

第５条 公文書等の管理については、法

律若しくはこれに基づく命令又は他の

 （他の法令との関係） 

第３条 公文書等の管理については、法

律若しくはこれに基づく命令又は他の

（他の法令等との関係） 

第３条 公文書及び歴史的公文書等の管理

については、法令又は他の条例に特別

 （他の法令等との関係） 

第３条 公文書の管理については、法律

若しくはこれに基づく命令又は他の条
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条例に特別の定めがある場合を除くほ

か、この条例の定めるところによる。 

条例に特別の定めがある場合を除くほ

か、この条例の定めるところによる。 

の定めが ある場合を除くほか、この条

例の定めるところによる。 

例に特別の定めがある場合を除くほ

か、この条例の定めるところによる。 

 

第２章 公文書の管理 

 

第２章 行政文書等の管理 

 

 

第２章 公文書の管理 

 

第２章 公文書の管理 

 （公文書の管理に関する原則） 

第４条 実施機関の職員は、市の諸活動

を市民に説明する責務を有することを

認識し、事務の適正かつ能率的な執行

に資するよう、公文書の作成、整理、

保存等を適切に行わなければならな

い。 

第２章 行政文書の管理 

第１節 文書の作成 

（文書の作成） 

第６条 実施機関は、第３条に規定する

責務を果たすため、事案を決定するに

当たっては、極めて軽易な事案を除

き、文書（電磁的記録を含む。以下こ

の条において同じ。）によりこれを行

わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の取

扱いを要する事案については、文書を

作成することなく事案の決定をするこ

とができる。この場合においては、事

案の決定後、速やかに当該決定に係る

文書を作成しなければならない。 

３ 実施機関は、重要な事案の決定に当

たっては、その経過等を明らかにする

文書を作成しなければならない。 

第１節 文書の作成 

 

第４条 実施機関の職員（議会にあっ

ては、事務局の職員に限る。以下同

じ。）は、事務又は事業の処理に際

しては、当該実施機関における経緯

も含めた意思決定に至る過程及び当

該実施機関の事務又は事業の実績を

合理的に跡付け、又は検証すること

ができるよう、実施機関の定めると

ころにより、文書を作成しなければ

ならない。 

第１節 文書の作成 

 

第４条 実施機関の職員は、第１条の目

的の達成に資するため、当該実施機関

における経緯も含めた意思決定に至る

過程並びに当該実施機関の事務及び事

業の実績を合理的に跡付け、又は検証

することができるよう、処理に係る事

案が軽微なものである場合を除き、次

に掲げる事項その他第 10条第１項に

規定する文書管理規程で定める事項に

ついて、文書を作成しなければならな

い。 

(1) 条例の制定又は改廃及びその経

緯 

(2) 行政運営若しくは政策の基本的な

事項を定める方針又は計画の策定

又は改正 

(3) 複数の実施機関による申合せ又は

他の実施機関若しくは地方公共団体

に対して示す基準の設定及びその経

緯 

(4) 個人又は法人の権利義務の得喪及

びその経緯 

(5) 職員の人事に関する事項 

 

 （公文書の作成） 

第５条 実施機関の職員は、当該実施機

関における経緯も含めた意思決定に至

る過程並びに当該実施機関の事務及び

事業の実績を合理的に跡付け、又は検

証することができるよう、処理に係る

事案が軽微なものである場合を除き、

公文書を作成しなければならない。 

第１節 文書の作成 

 （文書の作成） 

第４条 実施機関は、第１条の目的の達

成に資するため、事案の決定に当たっ

ては、事案が軽微なものである場合を

除き、文書により行わなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の取

扱いを要する事案については、実施機

関は、文書を作成することなく事案の

決定を行うことができる。この場合に

おいて、実施機関は、事案の決定後、

速やかに当該決定に係る文書を作成す

るものとする。 

 

第５条 実施機関の職員は、当該実施機

関における経緯も含めた意思決定に至

る過程並びに当該実施機関の事務及び

事業の実績を合理的に跡付け、又は検

証することができるよう、処理に係る

事案が軽微なものである場合を除き、

行政文書管理規程（第１２条第１項に

規定する行政文書管理規程をいう。）

で定めるところにより、文書を作成し

なければならない。 

第２節 公文書の整理等 

（整理） 

第７条 実施機関の職員が公文書を作成

し、又は取得したときは、実施機関は

第２節 行政文書等の整理等 

（整理） 

第５条 実施機関の職員が行政文書等

を作成し、又は取得したときは、当

第２節 公文書の整理等 

（整理） 

第５条 実施機関の職員が公文書を作成

し、又は取得したときは、当該実施機

 

 （整理等） 

第６条 実施機関の職員が公文書を作成

し、又は取得したときは、当該実施機

   第２節 行政文書の整理等 

 （整理） 

第６条 実施機関の職員が行政文書を作

成し、又は取得したときは、実施機関
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当該公文書をその性質、内容等に応じ

て分類し、件名を付するとともに、当

該公文書の効力、重要度、利用度、資

料価値等を考慮して保存期間を設定し

なければならない。 

２ 実施機関は、公文書について、保存

期間（延長された場合にあっては、延

長後の保存期間。第１０条第２項を除

き、以下同じ。）の満了前のできる限

り早い時期に、保存期間が満了したと

きの措置として、歴史公文書等に該当

するものにあっては公文書館への移管

の措置を、それ以外のものにあっては

廃棄の措置をとるべきことを定めなけ

ればならない。 

３ 実施機関は、公文書の分類に関する

基準及び保存期間が満了したときの措

置に関する基準を定めなければならな

い。この場合において、実施機関は、

保存期間が満了したときの措置に関す

る基準については、次項により知事が

別に定める指針を参酌して東京都規則

その他の実施機関が定める規則、規程

等（以下「都規則等」という。）によ

り定めなければならない。 

４ 知事は、保存期間が満了したときの

措置に関する指針を作成しなければな

らない。 

該実施機関は、実施機関の定めると

ころにより、当該行政文書等につい

て分類し、名称を付するとともに、

保存期間及び保存期間の満了する日

を設定しなければならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事

業の処理及び行政文書等の適切な保

存に資するよう、単独で管理するこ

とが適当であると認める行政文書等

を除き、適時に、相互に密接な関連

を有する行政文書等（保存期間を同

じくすることが適当であるものに限

る。）を一の集合物（以下「ファイ

ル」という。）にまとめなければな

らない。 

３ 前項の場合において、実施機関

は、実施機関の定めるところによ

り、当該ファイルについて分類し、

名称を付するとともに、保存期間及

び保存期間の満了する日を設定しな

ければならない。 

４ 実施機関は、第 1項及び前項の規

定により設定した保存期間及び保存

期間の満了する日（この項の規定に

基づき延長された後の保存期間及び

保存期間の満了する日を含む。）

を、実施機関の定めるところによ

り、延長することができる。 

５ 実施機関は、ファイル及び単独で

管理している行政文書等（以下「フ

ァイル等」という。）について、保

存期間を設定した後速やかに、保存

期間が満了したときの措置として、

歴史公文書に該当すると見込まれる

ものにあっては一般の利用に供する

ための保存の措置を、それ以外のも

のにあっては廃棄の措置をとるべき

ことを定めなければならない。前項

の規定に基づき保存期間及び保存期

関は、規則で定めるところにより、当

該公文書について系統的に分類し、名

称を付するとともに、保存期間及び保

存期間の満了する日を設定しなければ

ならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業

の処理及び公文書の適切な保存に資す

るよう、単独で管理することが適当で

あると認める公文書を除き、適時に、

相互に密接な関連を有する公文書（保

存期間を同じくすることが適当である

ものに限る。）を一の集合物（以下

「公文書ファイル」という。）にまと

めなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、

規則で定めるところにより、当該公文

書ファイルについて系統的に分類し、

名称を付するとともに、保存期間及び

保存期間の満了する日を設定しなけれ

ばならない。 

４ 実施機関は、第１項及び前項の規定

により設定した保存期間及び保存期間

の満了する日を、規則で定めるところ

により、延長することができる。 

５ 実施機関は、公文書ファイル及び単

独で管理している公文書（以下「公文

書ファイル等」という。）について、

保存期間（延長された場合にあって

は、延長後の保存期間。以下同じ。）

の満了前のできる限り早い時期に、保

存期間が満了したときの措置として、

歴史公文書に該当するものにあっては

知事への移管の措置を、それ以外のも

のにあっては廃棄の措置をとるべきこ

とを定めなければならない。 

関は、能率的な事務又は事業の処理及

び公文書の適切な保存に資するよう、

単独で管理することが適当であると認

める公文書を除き、適時に、相互に密

接な関連を有する公文書（保存期間を

同じくすることが適当であるものに限

る。）を一の集合物（以下「公文書フ

ァイル」という。）にまとめなければ

ならない。 

２ 実施機関は、別に定めるところによ

り、単独で管理することが適当である

と認める公文書及び公文書ファイル

（以下これらを「公文書ファイル等」

という。）について分類し、名称を付

するとともに、保存期間を設定しなけ

ればならない。 

３ 実施機関は、別に定めるところによ

り、前項の規定により設定した保存期

間を延長することができる。 

 

 （歴史的公文書選別基準） 

第７条 市長は、歴史資料として重要な

公文書を選別するための基準を定める

ものとする。 

２ 市長は、前項の基準（以下「歴史的

公文書選別基準」という。）を定め、

又は変更しようとするときは、あらか

じめ仙台市公文書等管理・情報公開審

議会条例（令和５年仙台市条例第２

号）第１条第１項の規定により置かれ

る仙台市公文書等管理・情報公開審議

会（以下「審議会」という。）の意見

を聴かなければならない。 

 

 （保存期間が満了したときの措置の定

め） 

第８条 市長は、公文書ファイル等につ

いて、保存期間（第６条第３項の規定

により延長された場合にあっては、延

長後の保存期間。以下同じ。）の満了

は、当該行政文書について分類し、件

名を付するとともに、保存期間及び保

存期間の満了する日を設定しなければ

ならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業

の処理及び行政文書の適切な保存に資

するよう、単独で管理することが適当

であると認める行政文書を除き、適時

に、相互に密接な関連を有する行政文

書（保存期間を同じくすることが適当

であるものに限る。）を一の集合物

（以下「ファイル」という。）にまと

めなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、

実施機関の定めるところにより、当該

ファイルについて分類し、名称を付す

るとともに、保存期間及び保存期間の

満了する日を設定しなければならな

い。 

４ 実施機関は、第１項及び前項の規定

により設定した保存期間及び保存期間

の満了する日を、実施機関の定めると

ころにより、延長することができる。 

５ 実施機関は、ファイル及び単独で管

理している行政文書（以下「ファイル

等」という。）について、保存期間を

設定した後速やかに、保存期間が満了

したときの措置として、歴史行政文書

等に該当するものにあっては公文書館

への移管の措置を、それ以外のものに

あっては廃棄の措置をとるべきことを

定めなければならない。 

６ 実施機関は、行政文書の分類に関す

る基準及び保存期間が満了したときの

措置に関する基準を定めなければなら

ない。この場合において、保存期間が

満了したときの措置に関する基準につ

いては、第１１条第１項の規定により

知事が別に定める指針を参酌して規則
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間の満了する日を延長したときも、

同様とする。 

 

 

 

 

 

 

前のできる限り早い時期に、保存期間

が満了したときの措置として、歴史的

公文書選別基準に該当するものにあっ

ては引き続き保存する措置を、それ以

外のものにあっては廃棄する措置をと

るべきことを定めるものとする。 

２ 市長以外の実施期間は、必要に応じ

て市長と協議を行い、公文書ファイル

等について、保存期間の満了前のでき

る限り早い時期に、保存期間が満了し

たときの措置として、歴史的公文書選

別基準に該当するものにあっては市長

へ移管する措置を、それ以外のものに

あっては廃棄する措置をとるべきこと

を定めるものとする。 

その他の実施機関が定める規程により

定めるものとする。 

 

(保存) 

第８条 実施機関は、公文書について、

当該公文書の保存期間が満了する日ま

での間、その内容、時の経過、利用の

状況等に応じ、適切な保存及び利用を

確保するために必要な場所において、

適切な記録媒体により、識別を容易に

するための措置を講じた上で保存しな

ければならない。 

(保存) 

第６条 実施機関は、ファイル等につ 

いて、当該ファイル等の保存期間

（前条第４項の規定に基づき当該保

存期間が延長された場合にあって

は、当該延長後の保存期間。以下こ

の節及び第１１条において同じ。）

の満了する日までの間、その内容、

時の経過、利用の状況等に応じ、適

切な保存及び利用を確保するために

必要な場所において、適切な記録媒

体により、識別を容易にするための

措置を講じた上で保存しなければな

らない。 

（保存） 

第６条 実施機関は、公文書ファイル等

について、当該公文書ファイル等の保

存期間の満了する日までの間、その内

容、時の経過、利用の状況等に応じ、

適切な保存及び利用を確保するために

必要な場所において、適切な記録媒体

により、識別を容易にするための措置

を講じた上で保存しなければならな

い。 

２ 前項の場合において、実施機関は、

当該公文書ファイル等の集中管理の推

進に努めなければならない。 

 （保存） 

第９条 実施機関は、公文書ファイル等

について、当該公文書ファイル等の保

存期間の満了する日までの間、その内

容、時の経過、利用の状況等に応じ、

適切な保存及び利用を確保するために

必要な場所において、適切な記録媒体

により、識別を容易にするための措置

を講じた上で保存しなければならな

い。 

 

 （保存） 

第７条 実施機関は、ファイル等につい

て、当該ファイル等の保存期間の満了

する日までの間、その内容、時の経

過、利用の状況等に応じ、適切な保存

及び利用を確保するために必要な場所

において、適切な記録媒体により、識

別を容易にするための措置を講じた上

で保存しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定によるファ

イル等の保存に当たっては、災害によ

る被害の発生を防止し、又は軽減する

ために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（文書検索目録の作成） 

第９条 実施機関は、東京都情報公開条

例（平成１１年東京都条例第５号。以

下「情報公開条例」という。）第４１

条第１項の規定に基づき、公文書の検

索に必要な文書目録を作成し、一般の

利用に供しなければならない。 

（ファイル管理簿） 

第７条 実施機関は、ファイル等の管

理を適切に行うため、実施機関の定

めるところにより、ファイル等の分

類、名称、保存期間、保存期間の満

了する日、保存期間が満了したとき

の措置及び保存場所その他の必要な

事項（情報公開条例（平成１０年岩

手県条例第４９号）第７条の規定に

より公にすることができない情報

（以下「非開示情報」という。）又

（公文書ファイル管理簿） 

第７条 実施機関は、公文書ファイル等

の管理を適切に行うため、規則で定め

るところにより、公文書ファイル等の

分類、名称、保存期間、保存期間の満

了する日、保存期間が満了したときの

措置及び保存場所その他の必要な事項

（山形県情報公開条例（平成９年１２

月県条例第５８号。以下「情報公開条

例」という。）第６条に規定する不開

示情報に該当するものを除く。）を帳

 （公文書ファイル管理簿） 

第１０条 実施機関は、公文書ファイル

当の管理を適切に行うため、別に定め

るところにより、公文書ファイル等の

分類、名称、保存期間及び保存期間が

満了したときの措置その他の必要な事

項（仙台市情報公開条例（平成１２年

仙台市条例第８０号。以下「情報公開

条例」という。）第７条に規定する不

開示情報に該当するものを除く。）を

帳簿（以下「公文書ファイル管理簿」

 （ファイル管理簿） 

第８条 実施機関は、ファイル等の管理

を適切に行うため、実施機関の定める

ところにより、ファイル等の分類、名

称、保存期間及び保存期間が満了した

ときの措置及び保存場所その他の必要

な事項（情報公開条例（平成１１年宮

城県条例第１０号）第８条第１項及び

第２項に規定する不開示情報に該当す

るものを除く。）を台帳（以下「ファ

イル管理簿」という。）に記載しなけ
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は岩手県議会情報公開条例(平成１１

年岩手県条例第６１号)第７条各号に

掲げる情報に該当するものを除

く。）を台帳（以下「ファイル管理

簿」という。）に記載しなければな

らない。ただし、１年未満の保存期

間が設定されたファイル等について

は、この限りでない。 

２ 実施機関は、ファイル管理簿につ

いて、実施機関の定めるところによ

り、当該実施機関の事務所に備えて

一般の閲覧に供するとともに、電子

情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法に

より公表しなければならない。 

簿（以下「公文書ファイル管理簿」と

いう。）に記載しなければならない。

ただし、規則で定める期間未満の保存

期間が設定された公文書ファイル等に

ついては、この限りでない。 

２ 実施機関は、公文書ファイル管理簿

について、規則で定めるところによ

り、当該実施機関の事務所に備えて一

般の閲覧に供するとともに、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法により公表

しなければならない。 

という。）に記載しなければならな

い。ただし、１年未満の保存期間が設

定された公文書ファイル等について

は、この限りでない。 

２ 市長以外の実施機関は、毎年度、公

文書ファイル管理簿を市長に提出しな

ければならない。 

３ 市長は、毎年度、各実施機関が作成

した公文書ファイル管理簿を取りまと

め、公表しなければならない。 

ればならない。ただし、１年未満の保

存期間が設定されたファイル等につい

ては、この限りでない。 

２ 実施機関は、ファイル管理簿につい

て、一般の閲覧に供しなければならな

い。 

（移管又は廃棄） 

第１０条 実施機関は、公文書がその保

存期間を満了したときは、第７条第２

項の規定による定めに基づき、当該公

文書を公文書館に移管し、又は廃棄し

なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関

は、必要があると認めるときは、第７

条第１項の規定により設定した保存期

間を延長することができる。 

３ 実施機関は、第１項の規定により公

文書館に移管する公文書について、第

１９条第１項第１号に掲げる場合に該

当するものとして公文書館において利

用の制限を行うことが適切であると認

める場合には、その旨の意見を付さな

ければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により、

保存期間が満了した公文書を廃棄しよ

うとするときは、当該公文書の重要性

に応じ、都規則等で定めるところによ

り、当該公文書を廃棄しなければなら

ない。 

（保存期間が満了したファイル等に

係る措置） 

第８条 実施機関は、保存期間が満了

したファイル等について、第５条第

５項の規定による定めに基づき、一

般の利用に供するための保存の措置

を講じ、又は廃棄しなければならな

い。 

２ 実施機関は、前項の規定により保

存の措置を講じ、又は廃棄しようと

するときは、岩手県公文書管理委員

会の意見を聴かなければならない。 

（移管又は廃棄） 

第８条 実施機関は、保存期間が満了し

た公文書ファイル等について、第５条

第５項の規定による定めに基づき、知

事に移管し、又は廃棄しなければなら

ない。 

２ 実施機関は、前項の規定により、保

存期間が満了した公文書ファイル等を

廃棄しようとするときは、第２条第５

項の基準に適合するか否かについて山

形県公文書等管理委員会（第３０条に

規定する山形県公文書等管理委員会を

いう。第２４条において同じ。）の意

見を聴かなければならない。 

３ 実施機関は、前項の意見を踏まえ、

公文書ファイル等を廃棄する場合に

は、あらかじめ、知事に協議し、その

同意を得なければならない。この場合

において、知事の同意が得られないと

きは、当該実施機関は、当該公文書フ

ァイル等について、新たに保存期間及

び保存期間の満了する日を設定しなけ

ればならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により知

事に移管する公文書ファイル等につい

（保存期間が満了した公文書の取扱

い） 

第１１条 市長は、保存期間が満了した

公文書ファイル等について第８条第 1

項の規定による定めに基づき、歴史的

公文書として引き続き保存し、又は廃

棄しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により引き続き

保存する公文書ファイル等について、

第１８条第４項第１号に掲げる場合に

該当するものとして利用の制限を行う

ことが適切であると認める場合には、

その旨を記録しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により保存期

間が満了した公文書ファイル等（市長

が定めるものを除く。第６項において

同じ。）を廃棄しようとするときは、

市長が定めるところにより、あらかじ

め当該公文書ファイル等が歴史的公文

書選別基準に該当するか否かについて

審議会の意見を聴くものとする。 

４ 市長以外の実施機関は、保存期間が

満了した公文書ファイル等について、

第８条第２項の規定による定めに基づ

き、市長に移管し、又は廃棄しなけれ

 （移管又は廃棄） 

第９条 実施機関は、ファイル等がその

保存期間を満了したときは、第６条第

５項の規定による定めに基づき、公文

書館に移管し、又は廃棄しなければな

らない。 

２ 実施機関は、前項の規定により保存

期間が満了したファイル等を廃棄しよ

うとするときは、あらかじめ、その旨

を知事に報告しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による報告があ

ったときは、当該ファイル等が歴史行

政文書等に該当するか否かについて、

公文書管理委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 知事は、前項の意見を勘案し、当該

ファイル等に係る行政文書が歴史行政

文書等に該当すると認めるときは、当

該ファイル等を保有する実施機関に対

し、当該ファイル等を廃棄しないよう

求めるものとする。 

５ 実施機関は、前項の規定による求め

があったときは、当該ファイル等につ

いて、当該求めを踏まえて第６条第５

項の規定による定めを変更し、当該フ
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て、第１５条第１項第１号に掲げる場

合に該当するものとして知事が利用の

制限を行うことが適切であると認める

場合には、その旨の意見を付さなけれ

ばならない。 

ばならない。この場合において、市長

は、当該移管された公文書ファイル等

を歴史的公文書として保存しなければ

ならない。 

５ 市長以外の実施機関は、前項の規定

により市長に移管する公文書ファイル

等について、第１８条第４項第１号に

掲げる場合に該当するものとして利用

の制限を行うことが適切であると認め

る場合には、その旨の意見を付さなけ

ればならない。 

６ 市長以外の実施機関は、第４項の規

定により、保存期間が満了した公文書

ファイル等を廃棄しようとするとき

は、市長が定めるところにより、あら

かじめ市長に協議しなければならな

い。 

７ 市長は、前項の規定による協議があ

ったときは、市長が定めるところによ

り、当該公文書ファイル等が歴史的公

文書選別基準に該当するか否かについ

て審議会の意見を聴くものとする。 

８ 市長は、前項の審議会の意見を踏ま

え、当該公文書ファイル等が歴史的公

文書選別基準に該当すると認めるとき

は、当該公文書ファイル等を保有する

実施機関に対し、市長へ移管する措置

をとることを求めることができる。こ

の場合において、当該実施機関は、当

該公文書ファイル等を市長に移管する

ことが適切であると認めるときは、第

８条第２項の規定による定めを変更

し、当該公文書ファイル等を市長に移

管するものとする。 

ァイル等を公文書館に移管しなければ

ならない。 

６ 実施機関は、第１項又は前項の規定

により公文書館に移管するファイル等

について、第１７条第１項第１号に掲

げる場合に該当するものとして公文書

館において利用の制限を行うことが適

切であると認める場合には、その旨の

意見を付さなければならない。 

７ 知事は、ファイル等について特に保

存の必要があると認める場合には、当

該ファイル等を保有する実施機関に対

し、当該ファイル等について、廃棄の

措置をとらないよう求めることができ

る。 

 

（移管等の求め） 

第１１条 実施機関は、知事から、第７

条第２項の規定により保存期間が満了

したときに廃棄の措置をとるべきこと

を定めた公文書のうち、公文書館にお

いて保存する必要があると認めるもの
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の移管を求められたときは、特別の理

由がある場合を除き、その求めに応じ

なければならない。 

２ 知事は、実施機関に対し、公文書の

分類、件名、保存期間及び保存期間が

満了したときの措置が記載された文書

目録の提出を求めることができる。 

（管理状況の点検）  

第１２条 実施機関は、毎年度、公文書

の管理状況を点検し、必要な措置を講

じなければならない。 

    

（管理状況の公表） 

第１３条 知事以外の実施機関は、公文

書の管理状況について、毎年度、知事

に報告しなければならない。 

２ 知事は、実施機関における公文書の

管理状況を取りまとめ、毎年度、その

概要を公表しなければならない。 

《第６章 雑則》 

（管理状況等の公表） 

第４５条 知事は、毎年度、実施機関

における行政文書等及び法人文書の

管理の状況並びに歴史公文書の保存

及び利用の状況を取りまとめ、その

概要を公表しなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第９条 実施機関は、公文書ファイル管

理簿の記載状況その他の公文書の管理

の状況について、毎年度、知事に報告

しなければならない。 

２ 知事は、毎年度、前項の報告を取り

まとめ、その概要を公表しなければな

らない。 

３ 知事は、第１項に定めるもののほ

か、公文書の適正な管理を確保するた

めに必要があると認める場合には、実

施機関に対し、公文書の管理につい

て、その状況に関する報告若しくは資

料の提出を求め、又は当該職員に実地

調査をさせることができる。 

 （管理状況の公表） 

第１２条 市長以外の実施機関は、公文

書ファイル管理簿の作成状況その他の

公文書の管理の状況について、毎年

度、市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、毎年度、各実施機関におけ

る公文書ファイル管理簿の作成状況そ

の他の公文書の管理の状況を取りまと

め、その概要を公表しなければならな

い。 

 （管理状況の報告等） 

第１０条 実施機関は、ファイル管理簿

の記載状況その他行政文書の管理の状

況について、毎年度、知事に報告しな

ければならない。 

２ 知事は、毎年度、前項の報告を取り

まとめ、その概要を公表しなければな

らない。 

３ 知事は、第１項に定めるもののほ

か、行政文書の適正な管理を確保する

ために必要があると認める場合には、

実施機関に対し、行政文書の管理につ

いて、その状況に関する報告若しくは

資料の提出を求め、又は当該職員に実

地に調査をさせることができる。 

 

 

 （行政文書等管理指針） 

第９条 知事は、実施機関における行

政文書等の管理がこの条例の規定に

より適正かつ統一的に行われるよ

う、次条第１項に規定する行政文書

等管理規程の標準となるものとして

行政文書等の管理に関する指針（以

下「行政文書等管理指針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 行政文書等管理指針には、行政文

書等に関する次に掲げる事項を定め

るものとする。 

   （行政文書管理指針） 

第１１条 知事は、実施機関における行

政文書の管理がこの条例の規定により

適正に行われることを確保するため、

行政文書の管理に関する指針（以下

「行政文書管理指針」という。）を定

めなければならない。 

２ 行政文書管理指針には、行政文書に

関する次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

 (1) 作成に関する事項 

 (2) 整理に関する事項 
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(1) 作成に関する事項 

(2) 整理に関する事項 

(3) 保存に関する事項 

(4) ファイル管理簿に関する事項 

(5) 保存期間が満了した後の措置に

関する事項 

(6) 管理の状況の報告に関する事項 

(7) 前各号に掲げるもののほか、行

政文書等の管理が適正に行われる

ことを確保するために必要な事項 

３ 知事は、行政文書等管理指針を定

め、又は変更しようとするときは、

岩手県公文書管理委員会の意見を聴

かなければならない。 

４ 知事は、行政文書等管理指針を定

め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならな

い。 

 (3) 保存に関する事項 

 (4) ファイル管理簿に関する事項 

 (5) 移管又は廃棄に関する事項 

 (6) 管理状況の報告に関する事項 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、行政

文書の管理が適正に行われることを

確保するために必要な事項 

３ 知事は、行政文書管理指針を定め、

又は変更しようとするときは、公文書

管理委員会の意見を聴かなければなら

ない。 

４ 知事は、行政文書管理指針を定めた

とき又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（公文書の管理に関する定め） 

第１４条 実施機関は、公文書が第６条

から前条までの規定に基づき適正に管

理されるよう、都規則等により公文書

の管理に関する定めを設けなければな

らない。 

２ 実施機関は、前項の都規則等を設け

たときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。これを変更したとき

も、同様とする。 

（行政文書等管理規程） 

第１０条 実施機関は、当該実施機関

における行政文書等の管理がこの条

例の規定により適正に行われること

を確保するため、行政文書等管理指

針を標準として、当該実施機関に係

る前条第２項各号に掲げる事項を規

定した行政文書等の管理に関する定

め（以下「行政文書等管理規程」と

いう。）を設けなければならない。 

２ 実施機関は、行政文書等管理規程

を設け、又は変更しようとするとき

は、岩手県公文書管理委員会の意見

を聴かなければならない。ただし、

岩手県公文書管理委員会が軽微な事

項と認めるものについては、この限

りでない。 

３ 実施機関は、行政文書等管理規程

を設け、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならな

い。 

（文書管理規程） 

第１０条 実施機関は、公文書の管理が

第４条から前条までの規定に基づき適

正に行われることを確保するため、文

書管理規程（公文書の管理に関する定

めをいう。以下同じ。）を設けなけれ

ばならない。 

２ 文書管理規程には、公文書に関する

次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

(1) 作成に関する事項 

(2) 整理に関する事項 

(3) 保存に関する事項 

(4) 公文書ファイル管理簿に関する事

項 

(5) 移管又は廃棄に関する事項 

(6) 管理状況の報告に関する事項 

(7) 前各号に掲げるもののほか、公文

書の管理が適正に行われることを確

保するために必要な事項 

３ 実施機関は、文書管理規程を設けた

ときは、遅滞なく、これを公表しなけ

  （行政文書管理規程） 

第１２条 実施機関は、行政文書管理指

針を参酌して、行政文書の管理に関す

る規程（以下「行政文書管理規程」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 実施機関は、行政文書管理規程を定

めたとき又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 
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ればならない。これを変更したとき

も、同様とする。 

     （行政文書の電子的管理の促進） 

第１３条 実施機関は、行政文書につい

て、体系的かつ効率的な管理を行うた

め、文書管理に係る情報システム（電

子計算機を使用して行政文書の作成、

管理等を総合的に行うための情報シス

テムをいう。）を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法によ

り管理するよう努めなければならな

い。 

２ 実施機関は、行政文書を利用しよう

とする者の利便性の向上を図るため、

行政文書が電磁的記録をもって作成又

は保存されている場合（当該行政文書

に情報公開条例第８条第１項及び第２

項に規定する不開示情報が記録されて

いる場合にあっては、当該不開示情報

を容易に区分して除くことができる場

合に限る。）においては、当該行政文

書を利用しようとする者の希望に応じ

て、当該行政文書を電磁的方法（電子

情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法をい

う。）により提供するよう努めるもの

とする。 

３ 実施機関は、電磁的記録をもって作

成された行政文書を含むファイル等を

保存するときは、当該行政文書の滅失

又は毀損に備え、当該ファイル等を適

切に複製し、複数保存するよう努めな

ければならない。 

（知事の助言） 

第１５条 知事は、第１３条第１項の規

定による報告を受けたときは、知事以

外の実施機関に対し、必要な助言を行

うことができる。 
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    （管理体制の整備） 

第１３条 実施機関は、別に定めるとこ

ろにより、公文書を適正に管理するた

めに必要な体制を整備しなければなら

ない。 

 

 

 

    （適用除外） 

第１４条 この章の規定は、歴史的公文

書には適用しない。 

 

 

 第３章 法人文書の管理 

（法人文書の管理に関する原則） 

第１１条 地方独立行政法人等は、こ

の条に定めるところによるほか、第

４条から第６条までの規定に準じ

て、法人文書を適正に管理しなけれ

ばならない。 

２ 地方独立行政法人等は、法人文書

ファイル等（能率的な事務又は事業

の処理及び法人文書の適切な保存に

資するよう、相互に密接な関連を有

する法人文書を一の集合物にまとめ

たもの並びに単独で管理している法

人文書をいう。以下同じ。）の管理

を適切に行うため、地方独立行政法

人等の定めるところにより、法人文

書ファイル等の分類、名称、保存期

間、保存期間の満了する日、保存期

間が満了したときの措置及び保存場

所その他の必要な事項（非開示情報

に該当するものを除く。）を台帳

（以下「法人文書ファイル管理簿」

という。）に記載しなければならな

い。ただし、1年未満の保存期間が

設定された法人文書ファイル等につ

いては、この限りでない。 

３ 地方独立行政法人等は、法人文書

ファイル管理簿について、地方独立

行政法人等の定めるところにより、

当該地方独立行政法人等の事務所に

備えて一般の閲覧に供するととも

第３章 法人文書の管理 

（法人文書の管理に関する原則） 

第１１条 地方独立行政法人は、第４条

から第６条までの規定に準じて、法人

文書を適正に管理しなければならな

い。 

２ 地方独立行政法人は、法人文書ファ

イル等（能率的な事務又は事業の処理

及び法人文書の適切な保存に資するよ

う、相互に密接な関連を有する法人文

書を一の集合物にまとめたもの並びに

単独で管理している法人文書をいう。

以下同じ。）の管理を適切に行うた

め、法人文書ファイル等の分類、名

称、保存期間、保存期間の満了する

日、保存期間が満了したときの措置及

び保存場所その他の必要な事項（情報

公開条例第６条に規定する不開示情報

に該当するものを除く。）を帳簿（以

下「法人文書ファイル管理簿」とい

う。）に記載しなければならない。た

だし、地方独立行政法人が定める期間

未満の保存期間が設定された法人文書

ファイル等については、この限りでな

い。 

３ 地方独立行政法人は、法人文書ファ

イル管理簿について、当該地方独立行

政法人の事務所に備えて一般の閲覧に

供するとともに、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術
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に、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用す

る方法により公表しなければならな

い。 

４ 地方独立行政法人等は、保存期間

が満了した法人文書ファイル等につ

いて、歴史公文書に該当すると見込

まれるものにあっては一般の利用に

供するための保存の措置を講じ、そ

れ以外のものにあっては廃棄しなけ

ればならない。 

を利用する方法により公表しなければ

ならない。 

４ 地方独立行政法人は、保存期間が満

了した法人文書ファイル等について、

歴史公文書に該当するものにあっては

知事に移管し、それ以外のものにあっ

ては廃棄しなければならない。 

５ 地方独立行政法人は、前項の規定に

より知事に移管する法人文書ファイル

等について、第１５条第１項第１号に

掲げる場合に該当するものとして知事

が利用の制限を行うことが適切である

と認める場合には、その旨の意見を付

さなければならない。 

  （管理状況の報告等） 

第１２条 地方独立行政法人は、法人文

書ファイル管理簿の記載状況その他の

法人文書の管理の状況について、毎年

度、知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、毎年度、前項の報告を取り

まとめ、その概要を公表しなければな

らない。 

  

 （法人文書管理規程） 

第１２条 地方独立行政法人等は、法

人文書の管理が前条の規定により適

正に行われることを確保するため、

行政文書等管理指針を参酌して、法

人文書の管理に関する定め（以下

「法人文書管理規程」という。）を

設けなければならない。 

２ 第１０条第２項及び第３項の規定

は、地方独立行政法人等が法人文書

管理規程を設け、又は変更する場合

について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「実施機関」と

あるのは、「地方独立行政法人等」

と読み替えるものとする。 

（法人文書管理規程） 

第１３条 地方独立行政法人は、法人文

書の管理が前２条の規定に基づき適正

に行われることを確保するため、第１

０条第２項の規定を参酌して、法人文

書管理規程（法人文書の管理に関する

定めをいう。以下同じ。）を設けなけ

ればならない。 

２ 地方独立行政法人は、法人文書管理

規程を設けたときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。これを変

更したときも、同様とする。 

  

第３章 特定歴史公文書等の保

存、利用等 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第４章 歴史公文書の保存、 

利用等 

（歴史公文書の保存等） 

第４章 特定歴史公文書の保

存、利用等 

（特定歴史公文書の保存等） 

   第３章 歴史的公文書等の保存、

利用等 

 （歴史的公文書等の保存） 

第３章 特定歴史行政文書等の保

存、利用等 

 （特定歴史行政文書等の保存等） 
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第１８条 知事は、特定歴史公文書等に

ついて、第２６条の規定により廃棄さ

れるに至る場合を除き、永久に保存し

なければならない。 

２ 知事は、特定歴史公文書等につい

て、その内容、保存状態、時の経過、

利用の状況等に応じ、適切な保存及び

利用を確保するために必要な場所にお

いて、適切な記録媒体により、識別を

容易にするための措置を講じた上で保

存しなければならない。 

３ 知事は、特定歴史公文書等に個人情

報（生存する個人に関する情報であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報

と容易に照合することができ、それに

より特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む。）をい

う。）が記録されている場合には、当

該個人情報の漏えいの防止のために必

要な措置を講じなければならない。 

４ 知事は、東京都規則で定めるところ

により、特定歴史公文書等の分類、名

称、移管又は寄贈若しくは寄託をした

者の名称又は氏名、移管又は寄贈若し

くは寄託を受けた時期及び保存場所そ

の他の特定歴史公文書等の適切な保存

を行い、及び適切な利用に資するため

に必要な事項を記載した目録を作成

し、公表しなければならない。 

第１３条 実施機関は、歴史公文書に

ついて、第２９条第１項の規定に基

づき廃棄されるに至る場合を除き、

永久に保存しなければならない。 

２ 実施機関は、歴史公文書につい

て、その内容、保存状態、時の経

過、利用の状況等に応じ、適切な保

存及び利用を確保するために必要な

場所において、適切な記録媒体によ

り、識別を容易にするための措置を

講じた上で保存しなければならな

い。 

３ 実施機関は、歴史公文書に個人情

報（個人に関する情報であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等（文書に記載され、若

しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の

事項をいう。以下同じ。）により特

定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することがで

き、それにより特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含

む。）をいう。以下同じ。）が記録

されている場合には、当該個人情報

の漏えいの防止のために必要な措置

を講じなければならない。 

４ 実施機関は、実施機関の定めると

ころにより、歴史公文書の分類、名

称、一般の利用に供するための保存

の措置を講じた時期及び保存場所そ

の他の歴史公文書の適切な保存を行

い、及び適切な利用に資するために

必要な事項を記載した目録を作成

し、これを公表しなければならな

い。  

第１４条 知事は、特定歴史公文書につ

いて、第２７条の規定により廃棄され

るに至る場合を除き、永久に保存しな

ければならない。 

２ 知事は、特定歴史公文書について、

その内容、保存状態、時の経過、利用

の状況等に応じ、適切な保存及び利用

を確保するために必要な場所におい

て、適切な記録媒体により、識別を容

易にするための措置を講じた上で保存

しなければならない。 

３ 知事は、特定歴史公文書に個人情報

（生存する個人に関する情報であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報

と容易に照合することができ、それに

より特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む。）をいう。

以下同じ。）が記録されている場合に

は、当該個人情報の漏えいの防止のた

めに必要な措置を講じなければならな

い。 

４ 知事は、規則で定めるところによ

り、特定歴史公文書の分類、名称、移

管をした実施機関又は地方独立行政法

人の名称、移管を受けた時期及び保存

場所その他の特定歴史公文書の適切な

保存を行い、及び適切な利用に資する

ために必要な事項を記載した目録を作

成し、これを公表しなければならな

い。 

第１５条 市長は、歴史的公文書等につ

いて、第３２条第１項の規定により廃

棄されるに至る場合を除き、永久に保

存しなければならない。 

２ 市長は、歴史的公文書等について、

その内容、保存状態、時の経過、利用

の状況等に応じ、適切な保存及び利用

を確保するために必要な場所におい

て、適切な記録媒体により、識別を容

易にするための措置を講じた上で保存

しなければならない。 

 

 （個人情報の取扱い） 

第１６条 市長は、歴史的公文書等に個

人情報（生存する個人に関する情報で

あって、当該情報に含まれる氏名、生

年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの（他の

情報と容易に照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）が記

録されている場合には、当該個人情報

の漏えいの防止のために必要な措置を

講じなければならない。 

 

 （目録の作成） 

第１７条 市長は、歴史的公文書等の分

類、名称その他の歴史的公文書等の適

切な保存を行い、及び適切な利用に資

するために必要な事項を記載した目録

を作成し、公表しなければならない。 

第１４条 知事は、特定歴史行政文書等

について、第２７条の規定により廃棄

されるに至る場合を除き、永久に保存

しなければならない。 

２ 知事は、特定歴史公文書等につい

て、その内容、保存状態、時の経過、

利用の状況等に応じ、適切な保存及び

利用を確保するために必要な場所にお

いて、適切な記録媒体により、識別を

容易にするための措置を講じた上で保

存しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による特定歴史

行政文書等の保存に当たっては、災害

による被害の発生を防止し、又は軽減

するために必要な措置を講じなければ

ならない。 

４ 知事は、特定歴史行政文書等に個人

情報（生存する個人に関する情報であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特定の個人

を識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）をい

う。）が記録されている場合には、当

該個人情報の漏えいの防止のために必

要な措置を講じなければならない。 

５ 知事は、規則で定めるところによ

り、特定歴史行政文書等の分類、名

称、移管又は寄贈若しくは寄託をした

者の名称又は氏名、移管又は寄贈若し

くは寄託を受けた時期及び保存場所そ

の他の特定歴史行政文書等の適切な保

存を行い、及び適切な利用に資するた

めに必要な事項を記載した目録を作成

し、公表しなければならない。 

 （利用請求権） 

第１４条 何人も、この条例の定める

ところにより、実施機関に対し、当

  （歴史的公文書等の利用請求） 

第１８条 何人も、この条例の定めると

ころにより、前条の目録の記載に従

い、市長に対し、歴史的公文書等の利

 （利用請求権） 

第１５条 何人も、この条例の定めると

ころにより、知事に対し、特定歴史行



16 

 

東京都 岩手県 山形県 仙台市 宮城県（たたき台） 

該実施機関が保存する歴史公文書の

利用を請求することができる。 

 

用の請求（以下「利用請求」とい

う。）をすることができる。 

政文書等の利用を請求することができ

る。 

 （利用請求の手続） 

第１５条 前条の規定に基づく利用の

請求（以下「利用請求」という。）

は、次に掲げる事項を記載した書面

（以下「利用請求書」という。）を

実施機関に提出してしなければなら

ない。 

(1) 利用請求をする者の氏名及び住

所又は居所(法人その他の団体にあ

っては、名称、所在地及び代表者

の氏名) 

(2) 第１３条第４項の目録に記載さ

れた当該利用請求に係る歴史公文

書の名称 

２ 実施機関は、利用請求書に形式上

の不備があると認めるときは、利用

請求をした者（以下「利用請求者」

という。）に対し、相当の期間を定

めて、その補正を求めることができ

る。この場合において、実施機関

は、利用請求者に対し、補正の参考

となる情報を提供するよう努めなけ

ればならない。 

（利用請求の方法） 

第１７条 利用請求をしようとするもの

は、次に掲げる事項を記載した書面

（以下「請求書」という。）を知事に

提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所

若しくは事業所の所在地並びに法人

その他の団体にあってはその代表者

の氏名 

(2) 第１４条第４項の目録に記載され

た当該利用請求に係る特定歴史公文

書の名称 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則

で定める事項 

２ 知事は、請求書に形式上の不備があ

ると認めるときは、利用請求者に対

し、相当の期間を定めて、その補正を

求めることができる。この場合におい

て、知事は、利用請求者に対し、補正

の参考となる情報を提供するものとす

る。 

２ 利用請求は、次に掲げる事項を記載

した請求書（以下「利用請求書」とい

う。）を市長に提出して行わなければ

ならない。ただし、利用請求に係る歴

史的公文書等に、公表を目的として作

成し、又は取得した情報その他明らか

に利用することができる情報が記載さ

れている場合であって、市長が利用請

求書の提出を要しないと認めたとき

は、市長が定める簡便な方法によるこ

とができる。 

 (1) 利用請求をする者の氏名又は名称

及び住所又は事務所若しくは事業所

の所在地並びに法人その他の団体に

あっては代表者の氏名 

 (2) 前条の目録に記載された利用請求

に係る歴史的公文書等の名称 

３ 市長は、利用請求書に形式上の不備

があると認めるときは、利用請求をし

た者（以下「利用請求者」という。）

に対し、相当の期間を定めて、その補

正を求めることができる。この場合に

おいて、市長は、利用請求者に対し、

補正の参考となる情報を提供するよう

努めなければならない。 

 （利用請求の手続） 

第１６条 前条の規定による利用の請求

（以下「利用請求」という。）は、次に

掲げる事項を記載した書面（以下「利

用請求書」という。）を知事に提出して

しなければならない。 

 (1) 利用請求をする者の氏名又は名称

及び住所又は事務所若しくは事業所

の所在地並びに法人その他の団体に

あっては代表者の氏名 

 (2) 第１４条第５項の目録に記載され

た当該利用請求に係る特定歴史行政

文書等の名称 

２ 知事は、利用請求書に形式上の不備

があると認めるときは、利用請求をし

た者（以下「利用請求者」という。）

に対し、相当の期間を定めて、その補

正を求めることができる。この場合に

おいて、知事は、利用請求者に対し、

補正の参考となる情報を提供するよう

努めなければならない。 

（特定歴史公文書等の利用請求及びそ 

の取扱い） 

第１９条 知事は、特定歴史公文書等に

ついて前条第４項の目録の記載に従い

利用の請求があった場合には、次に掲

げる場合を除き、これを利用させなけ

ればならない。 

(1) 当該特定歴史公文書等が実施機関

から移管されたものであって、当該

特定歴史公文書等に次に掲げる情報

が記録されている場合 

（利用請求に係る実施機関の責務

等） 

第１６条 実施機関は、歴史公文書に

ついて利用請求があったときは、次

に掲げる場合を除き、これを利用さ

せなければならない。 

(1) 当該歴史公文書に次に掲げる情

報が記録されている場合 

ア 情報公開条例第７条第１項第

１号又は岩手県議会情報公開条

例第７条第１号に掲げる情報 

（特定歴史公文書の利用請求及びその

取扱い） 

第１５条 知事は、保存している特定歴

史公文書について前条第４項の目録の

記載に従い利用の請求があった場合に

は、次に掲げる場合を除き、これを利

用させなければならない。 

(1) 当該特定歴史公文書に次に掲げ

る情報が記録されている場合 

イ 情報公開条例第６条第１項第１

号に掲げる情報 

４ 市長は、利用請求があったときは、

次に掲げる場合を除き、当該利用請求

に応じなければならない。 

 (1) 当該利用請求者に係る歴史的公文

書等に次の掲げる情報が記録されて

いる場合 

  イ 情報公開条例第７条第１号に掲

げる情報 

  ロ 情報公開条例第７条第２号に掲

げる情報 

  ハ 情報公開条例第７条第３号に掲

げる情報 

 （特定歴史行政文書等の利用請求及び

その取扱い） 

第１７条 知事は、特定歴史行政文書等

について前条第１項の規定により利用

請求があったときは、次に掲げる場合

を除き、これを利用させなければなら

ない。 

 (1) 当該特定歴史行政文書等が実施機

関から移管されたものであって、当

該特定歴史行政文書等に次に掲げる

情報が記録されている場合 
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イ 情報公開条例第７条第２号に掲

げる情報 

ロ 情報公開条例第７条第１号、第

３号、第６号イ若しくはホ又は第

７号に掲げる情報 

ハ 公にすることにより、犯罪の予

防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれが

あると当該特定歴史公文書等を移

管した実施機関が認めることにつ

き相当の理由がある情報 

(2) 当該特定歴史公文書等がその全部

又は一部を一定の期間公にしないこ

とを条件に法人等又は個人から寄贈

され、又は寄託されたものであっ

て、当該期間が経過していない場合 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利

用に供することにより当該原本の破

損若しくはその汚損を生ずるおそれ

がある場合又は公文書館において当

該原本が現に使用されている場合 

２ 知事は、前項に規定する利用の請求

（以下「利用請求」という。）に係る

特定歴史公文書等が同項第１号に該当

するか否かについて判断するに当たっ

ては、当該特定歴史公文書等が公文書

として作成又は取得されてからの時の

経過を考慮するとともに、当該特定歴

史公文書等に第１０条第３項の規定に

よる意見が付されている場合には、当

該意見を参酌しなければならない。 

３ 知事は、第１項第１号及び第２号に

掲げる場合であっても、同項第１号イ

からハまでに掲げる情報又は同項第２

号の条件に係る情報が記録されている

部分を容易に区分して除くことができ

るときは、利用請求をした者（以下

「利用請求者」という。）に対し、当

該部分を除いた部分を利用させなけれ

イ 情報公開条例第７条第１項第

２号又は岩手県議会情報公開条

例第７条第２号に掲げる情報 

ウ 情報公開条例第７条第１項第

３号又は岩手県議会情報公開条

例第７条第３号に掲げる情報 

エ 情報公開条例第７条第１項第

４号若しくは第２項第２号若し

くは第３号又は岩手県議会情報

公開条例第７条第４号に掲げる

情報 

オ 情報公開条例第７条第１項第

６号ア若しくはオ又は岩手県議

会情報公開条例第７条第６号ア

若しくはオに掲げる情報 

(2) 当該歴史公文書の原本を利用に

供することにより当該原本の破損

若しくはその汚損を生ずるおそれ

がある場合又は実施機関が当該原

本を現に使用している場合 

２ 実施機関は、利用請求に係る歴史

公文書が前項第１号に該当するか否

かについて判断するに当たっては、

当該歴史公文書が行政文書等又は法

人文書として作成され、又は取得さ

れてからの時の経過を考慮しなけれ

ばならない。 

３ 実施機関は、第１項第１号に掲げ

る場合であっても、同号アからオま

でに掲げる情報が記録されている部

分を容易に区分して除くことができ

るときは、利用請求者に対し、当該

部分を除いた部分を利用させなけれ

ばならない。ただし、当該部分を除

いた部分に有意の情報が記録されて

いないと認められるときは、この限

りでない。 

４ 利用請求に係る歴史公文書に第１

項第１号イに掲げる情報（特定の個

人を識別することができるものに限

ロ 情報公開条例第６条第１項第２

号に掲げる情報 

ハ 情報公開条例第６条第１項第３

又は第６号イ若しくはホに掲げる

情報 

ニ 公にすることにより、人の生

命、身体、財産又は社会的地位の

保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜

査、公訴の維持、刑の執行その他

公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあると当該特定歴

史公文書等を移管した実施機関が

認めるに足りる相当の理由がある

情報 

(2) 当該特定歴史公文書の原本を利

用に供することにより当該原本の破

損若しくはその汚損を生ずるおそれ

がある場合又は当該特定歴史公文書

を保存する知事が当該原本を現に使

用している場合 

２ 知事は、前項に規定する利用の請求

（以下「利用請求」という。）に係る

特定歴史公文書が同項第１号に該当す

るか否かについて判断するに当たって

は、当該特定歴史公文書が公文書又は

法人文書として作成又は取得されてか

らの時の経過を考慮するとともに、当

該特定歴史公文書に第８条第４項又は

第１１条第５項の規定による意見が付

されている場合には、当該意見を参酌

しなければならない。 

３ 知事は、第１項第１号に掲げる場合

であっても、同号イからニまでに掲げ

る情報が記録されている部分を容易に

区分して除くことができるときは、利

用請求をしたもの（以下「利用請求

者」という。）に対し、当該部分を除

いた部分を利用させなければならな

い。ただし、当該部分を除いた部分に

  ニ 情報公開条例第７条第４号に掲

げる情報 

  ホ 情報公開条例第７条第６号イ及

びホに掲げる情報 

 (2) 当該利用請求に係る歴史的公文書

等がその全部又は一部を一定の期

間公にしないことを条件に法人等

又は個人から寄贈されたものであ

って、当該期間が経過していない

場合 

 (3) 当該利用請求に係る歴史的公文書

等の原本を利用に供することによ

り当該原本を破損し、若しくは汚

損するおそれがある場合又は市長

が修復作業その他の業務のために

当該原本を現に使用している場合 

５ 市長は、利用請求に係る歴史的公文

書等が前項第１号に該当するか否かに

ついて判断するに当たっては、当該歴

史的公文書等が作成され、又は取得さ

れてからの時の経過を考慮するととも

に、当該歴史的公文書等に第１１条第

２項の規定による記録がされ、又は同

条第５項の規定による意見が付されて

いる場合には、当該記録又は意見を参

酌しなければならない。 

６ 市長は、利用請求に係る歴史的公文

書等の一部に第４項第１号イからホま

でに掲げる情報又は同項第２号の条件

に係る情報が記録されている場合にお

いて、当該情報が記録されている部分

を容易に区分して除くことができ、か

つ、区分して除くことにより当該利用

請求の趣旨が損なわれることがないと

認められるときは、当該情報が記録さ

れている部分以外の部分を利用させな

ければならない。 

イ 情報公開条例第８条第１項第１

号に掲げる情報 

ロ 情報公開条例第８条第１項第２

号に掲げる情報 

ハ 情報公開条例第８条第１項第３

号に掲げる情報 

ニ 公開することにより、犯罪の予

防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩

序の維持に支障が生ずるおそれが

あると当該特定歴史行政文書等を

移管した実施機関が認めることに

つき相当の理由がある情報 

ホ 県の機関、県が設立した地方独

立行政法人、公社又は国等（国、

独立行政法人等（独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法

律（平成１３年法律第１４０号）

第２条第１項に規定する独立行政

法人等をいう。以下この項におい

て同じ。）、地方公共団体、地方

独立行政法人（県が設立したもの

を除く。）その他の公共団体をい

う。以下この項において同じ。）

の機関（以下この項において「県

の機関等」という。）が行う事務

事業に関する情報であって、当該

事務事業の性質上、公開すること

により、監査、検査、取締り、試

験又は租税の賦課若しくは徴収に

係る事務に関し、正確な事実の把

握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそ

れがあるもの 

ヘ 県の機関等が行う事務事業に関

する情報であって、当該事務事業

の性質上、公開することにより、

独立行政法人等、地方公共団体が

経営する企業又は地方独立行政法
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ばならない。ただし、当該部分を除い

た部分に有意の情報が記録されていな

いと認められるときは、この限りでな

い。 

る。）が記録されている場合におい

て、当該情報のうち、氏名、生年月

日その他の特定の個人を識別するこ

とができることとなる記述等の部分

を除くことにより、公にしても、個

人の権利利益が害されるおそれがな

いと認められるときは、当該部分を

除いた部分は、同号イに掲げる情報

に含まれないものとみなして、前項

の規定を適用する。 

有意の情報が記録されていないと認め

られるときは、この限りでない。 

人に係る事業に関し、その企業経

営上の正当な利益を害するおそれ

があるもの 

 (2) 当該特定歴史行政文書等がその

全部又は一部を一定の期間公にしな

いことを条件に法人等又は個人から

寄贈され、又は寄託されたものであ

って、当該期間が経過していない場

合 

(3) 当該特定歴史行政書等の原本を利

用に供することにより当該原本の破

損若しくはその汚損を生ずるおそれ

がある場合又は公文書館において当

該原本が現に使用されている場合 

２ 知事は、利用請求に係る特定歴史行

政文書等が前項第１号に該当するか否

かについて判断するに当たっては、当

該特定歴史行政文書等が行政文書とし

て作成又は取得されてからの時の経過

を考慮するとともに、当該特定歴史行

政文書等に第９条第６項の規定による

意見が付されている場合には、当該意

見を参酌しなければならない。 

３ 知事は、第１項第１号及び第２号に

掲げる場合であっても、同項第１号イ

からヘまでに掲げる情報又は同項第２

号の条件に係る情報が記録されている

部分を容易に区分して除くことができ

るときは、利用請求をした者に対し、

当該部分を除いた部分を利用させなけ

ればならない。ただし、当該部分を除

いた部分に有意の情報が記録されてい

ないと認められるときは、この限りで

ない。 

（本人情報の取扱い） 

第２０条 知事は、前条第１項第１号イ

の規定にかかわらず、この規定に掲げ

る情報により識別される特定の個人

（以下この条において「本人」とい

う。）から、当該情報が記録されてい

（本人情報の取扱い） 

第１７条 実施機関は、前条第１項の

規定にかかわらず、同項第 1号イに

掲げる情報により識別される特定の

個人（以下この条において「本人」

という。）から、当該情報が記録さ

（本人情報の取扱い） 

第１６条 知事は、前条第１項第１号ロ

の規定にかかわらず、同号ロに掲げる

情報により識別される特定の個人（以

下この条において「本人」という。）

から、当該情報が記録されている特定

 （本人情報の取扱い） 

第２２条 市長は、第１８条第４項第１

号ロの規定にかかわらず、同号ロに掲

げる情報により識別される特定の個人

（以下この条において「本人」とい

う。）から、当該情報が記録されてい

 （本人情報の取扱い） 

第１８条 知事は、前条第１項第１号ロ

の規定にかかわらず、これらの規定に

掲げる情報により識別される特定の個

人（以下この条において「本人」とい

う。）から、当該情報が記録されてい
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る特定歴史公文書等について利用請求

があった場合において、東京都規則で

定めるところにより本人であることを

示す書類の提示又は提出があったとき

は、本人の生命、健康、生活又は財産

を害するおそれがある情報が記録され

ている場合を除き、当該特定歴史公文

書等につきこの規定に掲げる情報が記

録されている部分についても、利用さ

せなければならない。 

れている歴史公文書について利用請

求があった場合において、実施機関

の定めるところにより本人であるこ

とを示す書類の提示又は提出があっ

たときは、本人の生命、健康、生活

又は財産を害するおそれがある情報

が記録されている場合を除き、当該

歴史公文書につき同号イに掲げる情

報（本人に関する個人情報に限

る。）が記録されている部分につい

ても、利用させなければならない。 

歴史公文書について利用請求があった

場合において、規則で定めるところに

より本人であることを示す書類の提示

又は提出があったときは、本人の生

命、身体、健康、生活又は財産を害す

るおそれがある情報が記録されている

場合を除き、当該特定歴史公文書につ

き同号ロに掲げる情報（本人に関する

個人情報に限る。）が記録されている

部分についても、利用させなければな

らない。 

る歴史的公文書等について利用請求が

あった場合において、市長が定めると

ころにより本人であることを示す書類

の提示又は提出があったときは、本人

の生命、健康、生活又は財産を害する

おそれがある情報が記録されている場

合を除き、当該歴史的公文書等につき

同号ロに掲げる情報が記録されている

部分についても、利用させなければな

らない。 

る特定歴史行政文書等について利用請

求があった場合において、規則で定め

るところにより本人であることを示す

書類の提示又は提出があったときは、

本人の生命、健康、生活又は財産を害

するおそれがある情報が記録されてい

る場合を除き、当該特定歴史行政文書

等につきこれらの規定に掲げる情報が

記録されている部分についても、利用

させなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用請求に対する措置） 

第１８条 実施機関は、利用請求に係

る歴史公文書の全部又は一部を利用

させるときは、その旨の決定をし、

利用請求者に対し、その旨及び利用

に関し実施機関が定める事項を書面

により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、利用請求に係る歴史

公文書の全部を利用させないとき

は、その旨の決定をし、利用請求者

に対し、その旨を書面により通知し

なければならない。 

（利用請求に対する決定等） 

第１８条 知事は、利用請求に係る特定

歴史公文書の全部又は一部を利用させ

るときは、その旨の決定をし、利用請

求者に対し、その旨及び特定歴史公文

書の利用に関し規則で定める事項を書

面により通知しなければならない。 

２ 知事は、利用請求に係る特定歴史公

文書の全部を利用させないときは、そ

の旨の決定をし、利用請求者に対し、

その旨を書面により通知しなければな

らない。 

 （歴史的公文書等の利用請求に対する

決定） 

第１９条 市長は、利用請求に係る歴史

的公文書等の全部又は一部を利用させ

るときは、その旨の決定をし、利用請

求者に対し、その旨及び利用の実施に

関し必要な事項を書面により通知しな

ければならない。 

２ 市長は、利用請求に係る歴史的公文

書等の全部を利用させないときは、利

用させない旨の決定をし、利用請求者

に対し、その旨を書面により通知しな

ければならない。  

 （利用請求に対する決定） 

第１９条 知事は、利用請求に係る特定

歴史行政文書等の全部又は一部を利用

させるときは、その旨の決定をし、利

用請求者に対し、その旨及び利用に関

し規則で定める事項を書面により通知

しなければならない。 

２ 知事は、利用請求に係る特定歴史行

政文書等の全部を利用させないとき

は、その旨の決定をし、利用請求者に

対しその旨を書面により通知しなけれ

ばならない。 
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 （利用決定等の期限） 

第１９条 前条各項の決定（以下「利

用決定等」という。）は、利用請求

があった日から起算して３０日以内

にしなければならない。ただし、第

１５条第２項の規定に基づき補正を

求めた場合にあっては、当該補正に

要した日数は、当該期間に算入しな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機

関は、事務処理上の困難その他正当

な理由があるときは、同項に規定す

る期間を３０日以内に限り延長する

ことができる。この場合において、

実施機関は、利用請求者に対し、遅

滞なく、延長後の期間及び延長の理

由を書面により通知しなければなら

ない。 

（利用決定等の期限） 

第１９条 前条各項の決定（以下「利用

決定等」という。）は、請求書が提出

された日から起算して３０日以内にし

なければならない。ただし、第１７条

第２項の規定により補正を求めた場合

にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、

事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３

０日を限度として延長することができ

る。この場合において、知事は、利用

請求者に対し、遅滞なく、その旨、同

項の期間内に利用決定等をすることが

できない理由及び延長する期間を書面

により通知しなければならない。 

（利用決定等の期限） 

第２０条 前条の決定（以下「利用決定

等」という。）は、利用請求があった

日から１４日以内にしなければならな

い。ただし、第１８条第３項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に参

入しない。 

２ 市長は、事務処理上の困難その他性

等な理由があるときは、前項に規定す

る期間を利用請求があった日から６０

日を限度として延長することができ

る。この場合において、市長は、利用

請求者に対し、遅滞なく、延長後の期

間及び延長の理由を書面により通知し

なければならない。 

 

 

（利用決定等の期限） 

第２０条 前条の決定（以下「利用決定

等」という。）は、利用請求があった

日から３０日以内にしなければならな

い。ただし、第１６条第２項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算

入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、

事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を 

３０日を限度として延長することがで

きる。この場合において、知事は、利

用請求者に対し、速やかに、延長後の

期間及び延長の理由を書面により通知

しなければならない。 

 

 

 

 

 

（利用決定等の期限の特例） 

第２０条 利用請求に係る歴史公文書

が著しく大量であるため、利用請求

があった日から起算して６０日以内

にその全てについて利用決定等をす

ることにより事務の遂行に著しい支

障が生ずるおそれがある場合には、

前条の規定にかかわらず、実施機関

は、利用請求に係る歴史公文書のう

ちの相当の部分につき当該期間内に

利用決定等をし、残りの歴史公文書

については相当の期間内に利用決定

等をすれば足りる。この場合におい

て、実施機関は、同条第１項に規定

する期間内に、利用請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知し

なければならない。 

(1) この条を適用する旨及びその理

由 

(2) 残りの歴史公文書について利用

決定等をする期限 

（利用決定等の期限の特例） 

第２０条 利用請求に係る特定歴史公文

書が著しく大量であるため、当該請求

書が提出された日から起算して６０日

以内にその全てについて利用決定等を

することにより事務又は事業の実施に

著しい支障が生ずるおそれがある場合

には、前条の規定にかかわらず、知事

は、利用請求に係る特定歴史公文書の

うちの相当の部分につき当該期間内に

利用決定等をし、残りの特定歴史公文

書については、相当の期間内に利用決

定等をすれば足りる。この場合におい

て、知事は、同条第１項に規定する期

間内に、利用請求者に対し、次に掲げ

る事項を書面により通知しなければな

らない。 

(1) 本条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの特定歴史公文書について利

用決定等をする期限 

（利用決定等の期限の特例） 

第２１条 利用請求に係る歴史的公文書

等が著しく大量であるため、利用請求

があった日から６０日以内にその全て

について利用決定等をすることにより

事務の遂行に著しい支障を生ずるおそ

れがある場合には、前条の規定にかか

わらず、市長は、利用請求に係る歴史

的公文書等のうち相当の部分につき当

該期間内に利用決定等をし、残りの歴

史的公文書等については相当の期間内

に利用決定等をすれば足りる。この場

合において、市長は、同条第１項に規

定する期間内に、利用請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

 (1) 本条を適用する旨及びその理由 

 (2) 残りの歴史的公文書等について利

用決定等をする期限 

（利用決定等の期限の特例） 

第２１条 利用請求に係る特定歴史行政

文書が著しく大量であるため、利用請

求があった日から起算して６０日以内

にその全てについて利用決定等をする

ことにより事務又は事業の実施に著し

い支障が生ずるおそれがある場合に

は、前条の規定にかかわらず、知事

は、利用請求に係る特定歴史行政文書

等のうち相当の部分につき当該期間内

に利用決定等をし、残りの特定歴史行

政文書等については相当の期間内に利

用決定等をすれば足りる。この場合に

おいて、知事は、同条第１項に規定す

る期間内に、利用請求者に対し、次に

掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

 (1) 本条を適用する旨及びその理由 

 (2) 残りの特定歴史行政文書等につい

て利用決定等をする期限 
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 （事案の移送） 

第２１条 実施機関は、利用請求に係

る歴史公文書が他の実施機関におい

て保存しているものであるときその

他他の実施機関において利用決定等

をすることにつき正当な理由がある

ときは、当該他の実施機関と協議の

上、当該他の実施機関に対し、事案

を移送することができる。この場合

においては、移送をした実施機関

は、利用請求者に対し、事案を移送

した旨を書面により通知しなければ

ならない。 

２ 前項の規定に基づき事案が移送さ

れたときは、移送を受けた実施機関

において、当該利用請求についての

利用決定等をしなければならない。

この場合において、移送をした実施

機関が移送前にした行為は、移送を

受けた実施機関がしたものとみな

す。 

３ 前項の場合において、移送を受け

た実施機関が第１８条第１項の決定

（以下「利用決定」という。）をし

たときは、当該実施機関は、利用請

求に係る歴史公文書を利用させなけ

ればならない。この場合において、

移送をした実施機関は、当該歴史公

文書を利用させるための必要な協力

をしなければならない。 

   

（第三者に対する意見書提出の機会の付

与等） 

第２１条 利用請求に係る特定歴史公文

書等に都、国、公文書等の管理に関す

る法律（平成２１年法律第６６号）第

２条第２項に規定する独立行政法人

等、他の地方公共団体、地方独立行政

法人及び利用請求者以外の者（以下

「第三者」という。）に関する情報が

記録されている場合には、知事は、当

（第三者に対する意見書提出の機会

の付与等） 

第２２条 利用請求に係る歴史公文書

に県、国、公文書等の管理に関する

法律(平成２１年法律第６６号)第２

条第２項に規定する独立行政法人

等、県以外の地方公共団体、地方独

立行政法人等及び利用請求者以外の

者（以下この条、第２６条第３項及

び第２７条において「第三者」とい

（第三者に対する意見書提出の機会の

付与等） 

第２１条 利用請求に係る特定歴史公文

書に県、国、公文書等の管理に関する

法律（平成２１年法律第６６号）第２

条第２項に規定する独立行政法人等、

他の地方公共団体、地方独立行政法人

法第２条第１項に規定する地方独立行

政法人及び利用請求者以外のもの（以

下「第三者」という。）に関する情報

 （第三者保護に関する手続） 

第２３条 利用請求に係る歴史的公文書

等に次に掲げる者以外の者（以下「第

三者」という。）に関する情報が記録

されている場合には、市長は、利用決

定等をするに当たって、当該情報に係

る第三者に対し、利用請求に係る歴史

的公文書等の名称その他市長が定める

事項を通知して、意見書を提出する機

会を与えることができる。 

 （第三者に対する意見書提出の機会の

付与等） 

第２２条 利用請求に係る特定歴史行政

文書等に県、国、独立行政法人等、県

以外の地方公共団体、地方独立行政法

人、公社及び利用請求者以外のもの

（以下この条、第３２条及び第３３条

において「第三者」という。）に関す

る情報が記録されているときは、知事

は、利用決定等に当たって、当該情報
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該特定歴史公文書等を利用させるか否

かについての決定をするに当たって、

当該情報に係る第三者に対し、利用請

求に係る特定歴史公文書等の名称その

他東京都規則で定める事項を通知し

て、意見書を提出する機会を与えるこ

とができる。 

２ 知事は、第三者に関する情報が記録

されている特定歴史公文書等の利用を

させようとする場合であって、当該情

報が情報公開条例第７条第２号ロ、第

３号ただし書又は第７号ただし書に規

定する情報に該当すると認めるとき

は、利用させる旨の決定に先立ち、当

該第三者に対し、利用請求に係る特定

歴史公文書等の名称その他東京都規則

で定める事項を書面により通知して、

意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。ただし、当該第三者の所在

が判明しない場合は、この限りでな

い。 

３ 知事は、特定歴史公文書等であって

第１９条第１項第１号ハに該当するも

のとして第１０条第３項の規定により

意見を付されたものを利用させる旨の

決定をする場合には、あらかじめ、当

該特定歴史公文書等を移管した実施機

関に対し、利用請求に係る特定歴史公

文書等の名称その他東京都規則で定め

る事項を書面により通知して、意見書

を提出する機会を与えなければならな

い。 

４ 知事は、第１項又は第２項の規定に

より意見書を提出する機会を与えられ

た第三者が当該特定歴史公文書等を利

用させることに反対の医師を表示した

意見書を提出した場合において、当該

特定歴史公文書等を利用させる旨の決

定をするときは、その決定の日と利用

させる日との間に少なくとも２週間を

う。）に関する情報が記録されてい

るときは、実施機関は、利用決定等

をするに当たって、当該情報に係る

第三者に対し、利用請求に係る歴史

公文書の名称その他実施機関が定め

る事項を通知して、意見書を提出す

る機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、第三者に関する情報

が記録されている歴史公文書を利用

させようとする場合であって、当該

情報が情報公開条例第７条第１項第

２号イ若しくは第３号ただし書又は

岩手県議会情報公開条例第７条第２

号イ若しくは第３号ただし書に規定

する情報に該当すると認めるとき

は、利用決定に先立ち、当該第三者

に対し、利用請求に係る歴史公文書

の名称その他実施機関が定める事項

を書面により通知して、意見書を提

出する機会を与えなければならな

い。ただし、当該第三者の所在が判

明しない場合は、この限りでない。 

３ 実施機関は、前２項の規定に基づ

き意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該歴史公文書を利用させ

ることに反対の意思を表示した意見

書を提出した場合において、利用決

定をするときは、利用決定の日と利

用させる日との間に少なくとも２週

間を置かなければならない。この場

合において、実施機関は、利用決定

後直ちに、当該意見書（第２６条第

１項及び第３項において「反対意見

書」という。）を提出した第三者に

対し、利用決定をした旨及びその理

由並びに利用させる日を書面により

通知しなければならない。 

が記録されている場合には、知事は、

当該特定歴史公文書を利用させるか否

かについての決定をするに当たって、

当該情報に係る第三者に対し、利用請

求に係る特定歴史公文書の名称その他

規則で定める事項を通知して、意見書

を提出する機会を与えることができ

る。 

２ 知事は、第三者に関する情報が記録

されている特定歴史公文書の利用をさ

せようとする場合であって、当該情報

が情報公開条例第６条第１項第２号ハ

又は第３号ただし書に規定する情報に

該当すると認めるときは、利用させる

旨の決定に先立ち、当該第三者に対

し、利用請求に係る特定歴史公文書の

名称その他規則で定める事項を書面に

より通知して、意見書を提出する機会

を与えなければならない。ただし、当

該第三者の所在が判明しない場合は、

この限りでない。 

３ 知事は、特定歴史公文書であって第

１５条第１項第１号ニに該当するもの

として第８条第４項の規定により意見

を付されたものを利用させる旨の決定

をする場合には、あらかじめ、当該特

定歴史公文書を移管した実施機関に対

し、利用請求に係る特定歴史公文書の

名称その他規則で定める事項を書面に

より通知して、意見書を提出する機会

を与えなければならない。 

４ 知事は、第１項又は第２項の規定に

より意見書を提出する機会を与えられ

た第三者が当該特定歴史公文書等を利

用させることに反対の意思を表示した

意見書を提出した場合において、当該

特定歴史公文書を利用させる旨の決定

をするときは、その決定の日と利用さ

せる日との間に少なくとも２週間を置

かなければならない。この場合におい

 (1) 市 

 (2) 国 

 (3) 公文書等の管理に関する法律（平

成２１年法律第６６号）第２条第２

項に規定する独立行政法人等 

 (4) 他の地方公共団体 

 (5) 地方独立行政法人法（平成１５年

法律第１１８号）第２条第１項に規

定する地方独立行政法人 

 (6) 利用請求者 

２ 市長は、第三者に関する情報が記録

されている歴史的公文書等の利用をさ

せようとする場合であって、当該情報

が情報公開条例第７条第２号ロ又は第

３号ただし書に規定する情報に該当す

ると認めるときは、利用させる旨の決

定（以下「利用決定」という。）に先

立ち、当該第三者に対し、利用請求に

係る歴史的公文書等の名称その他市長

が定める事項を書面により通知して、

意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。ただし、当該第三者の所在

が判明しない場合は、この限りでな

い。 

３ 市長は、歴史的公文書であって第１

８条第４項第１号ニに該当するものと

して第１１条第５項の規定により意見

を付されたものについて利用決定をす

る場合には、あらかじめ、当該歴史的

公文書を移管した実施機関に対し、利

用請求に係る歴史的公文書の名称その

他市長が定める事項を書面により通知

して、意見書を提出する機会を与えな

ければならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定に

より意見書を提出する機会を与えられ

た第三者が当該歴史的公文書等を利用

させることに反対の意思を表示した意

見書を提出した場合において、当該歴

史的公文書等について利用決定をする

に係る第三者に対し、利用請求に係る

特定歴史行政文書等の表示その他知事

が別に定める事項を通知して、意見書

を提出する機会を与えることができ

る。 

２ 知事は、第三者に関する情報が記録

されている特定歴史行政文書等の利用

をさせようとする場合であって、当該

情報が情報公開条例第８条第１項第３

号ただし書に規定する情報に該当する

と認めるときは、利用させる旨の決定

に先立ち、当該第三者に対し、利用請

求に係る特定歴史行政文書等の名称そ

の他規則で定める事項を書面により通

知して、意見書を提出する機会を与え

なければならない。ただし、当該第三

者の所在が判明しない場合は、この限

りでない。 

３ 知事は、特定歴史行政文書等であっ

て第１７条第１項第１号ニに該当する

ものとして第９条第６項の規定により

意見を付されたものを利用させる旨の

決定をする場合には、あらかじめ、当

該特定歴史行政文書等を移管した実施

機関に対し、利用請求に係る特定歴史

行政文書等の名称その他規則で定める

事項を書面により通知して、意見書を

提出する機会を与えなければならな

い。 

４ 知事は、第１項又は第２項の規定に

より意見書を提出する機会を与えられ

た第三者が当該特定歴史行政文書等を

利用させることに反対の意思を表示し

た意見書を提出した場合において、当

該特定歴史行政文書等を利用させる旨

の決定をするときは、その決定の日と

利用させる日との間に少なくとも２週

間を置かなければならない。この場合

において、知事は、その決定後直ち

に、当該意見書（第３１条第１項第２
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置かなければならない。この場合にお

いて、知事は、その決定後直ちに、当

該意見書（以下「反対意見書」とい

う。）を提出した第三者に対し、利用

させる旨の決定をした旨及びその理由

並びに利用させる日を書面により通知

しなければならない。 

て、知事は、その決定後直ちに、当該

意見書（第２４条第３項第２号におい

て「反対意見書」という。）を提出し

た第三者に対し、利用させる旨の決定

をした旨及びその理由並びに利用させ

る日を書面により通知しなければなら

ない。 

ときは、利用決定の日と利用させる日

との間に少なくとも２週間を置かなけ

ればならない。この場合において、市

長は、利用決定の後直ちに、当該意見

書（以下「反対意見書」という。）を

提出した第三者に対し、利用決定をし

た旨及びその理由並びに利用させる日

を書面により通知しなければならな

い。 

号において「反対意見書」という。）を

提出した第三者に対し、利用させる旨

の決定をした旨及びその理由並びに利

用させる日を書面により通知しなけれ

ばならない。 

 

（利用の方法） 

第２２条 知事が特定歴史公文書等を利

用させる場合には、文書、図画又は写

真については閲覧又は写しの交付の方

法により、フィルムについては視聴又

は写しの交付の方法により、電磁的記

録については視聴、閲覧、写しの交付

等でその種別、情報化の進展状況等を

勘案して東京都規則で定める方法によ

り行う。ただし、閲覧又は視聴の方法

により特定歴史公文書等を利用させる

場合にあっては、当該特定歴史公文書

等の保存に支障を生ずるおそれがある

と認めるときその他合理的な理由があ

るときに限り、その写しを閲覧又は視

聴させる方法により、これを利用させ

ることができる。 

（利用の方法） 

第２３条 実施機関が歴史公文書を利

用させる場合には、文書又は図画に

ついては閲覧又は写しの交付によ

り、電磁的記録についてはその種

別、情報化の進展状況等を勘案して

実施機関が定める方法により行う。

ただし、閲覧の方法による歴史公文

書の利用にあっては、当該歴史公文

書の保存に支障を生ずるおそれがあ

ると認めるときその他正当な理由が

あるときは、その写しにより、これ

を行うことができる。 

２ 利用決定に基づき歴史公文書を利

用する者は、実施機関の定めるとこ

ろにより、当該利用決定をした実施

機関に対し、その求める利用の方法

その他の実施機関が定める事項を申

し出なければならない。 

３ 前項の規定による申出は、第１８

条第１項の規定による通知があった

日から起算して３０日以内にしなけ

ればならない。ただし、当該期間内

に当該申出をすることができないこ

とにつき正当な理由があるときは、

この限りでない。 

４ 利用決定に基づき歴史公文書を利

用した者は、最初に利用した日から

起算して３０日以内に限り、実施機

関に対し、更に利用する旨を申し出

ることができる。この場合において

（利用の方法） 

第２２条 知事が特定歴史公文書等を利

用させる場合には、文書、図画及び写

真については閲覧又は写しの交付の方

法により、第２条第３項に規定する規

則で定める記録媒体についてはその種

別、情報化の進展状況等を勘案して規

則で定める方法により行う。ただし、

閲覧の方法により特定歴史公文書を利

用させる場合にあっては、当該特定歴

史公文書等の保存に支障を生ずるおそ

れがあると認めるときその他正当な理

由があるときに限り、その写しを閲覧

させる方法により、これを利用させる

ことができる。 

 （利用の方法） 

第２４条 市長が歴史的公文書等を利用

させる場合には、文書又は図画につい

ては閲覧又は写しの交付により、電磁

的記録についてはその種別、情報化の

進展状況等を勘案して市長が定める方

法により行う。ただし、閲覧の方法に

より歴史的公文書等を利用させる場合

にあっては、当該歴史的公文書等の保

存に支障を生ずるおそれがあると認め

るときその他正当な理由があるときに

限り、その写しを閲覧させる方法によ

り、これを利用させることができる。 

 （利用の方法） 

第２３条 知事が特定歴史行政文書等を

利用させる場合には、スライドフィル

ム又は電磁的記録以外の文書について

は閲覧又は写しの交付の方法により、

スライドフィルム又は電磁的記録につ

いてはその種別、情報化の進展状況等

を勘案して規則で定める方法により行

う。ただし、閲覧の方法により特定歴

史行政文書等を利用させる場合にあっ

ては、当該特定歴史行政文書等の保存

に支障を生ずるおそれがあると認める

ときその他正当な理由があるときに限

り、その写しを閲覧させる方法によ

り、これを利用させることができる。 
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は、前項ただし書の規定を準用す

る。 

（費用負担） 

第２３条 写しの交付の方法により特定

歴史公文書等を利用する者は、東京都

規則で定めるところにより、当該写し

の交付に要する費用を負担しなければ

ならない。 

（費用負担） 

第２４条 利用請求を行い、文書又は

図画の写しの交付を受ける者は、実

施機関が定める額の当該写しの交付

に要する費用を負担しなければなら

ない。 

２ 利用請求を行い、電磁的記録を前

条第１項の実施機関が定める方法に

より利用する者は、実施機関が定め

る方法ごとに実施機関が定める額の

当該電磁的記録の利用に要する費用

を負担しなければならない。 

（費用負担） 

第２３条 前条の規定により写しの交付

又は同条に規定する規則で定める方法

により特定歴史公文書を利用するもの

は、当該写しの作成及び送付又はこれ

らに準ずるものとして規則で定めるも

のに要する費用を負担しなければなら

ない。 

 （費用負担） 

第２５条 前条の規定により歴史的公文

書等の写しの交付（電磁的記録にあっ

ては、これに準ずる方法として市長が

定める方法を含む。）を受ける者は、

当該写しの作成及び送付に要する費用

を負担しなければならない。 

 （費用負担） 

第２４条 写しの交付その他の物品の供

与の方法により特定歴史行政文書等を

利用する者は、規則で定めるところに

より、当該物品の供与に要する費用を

負担しなければならない。 

（利用の促進） 

第２４条 知事は、特定歴史公文書等

（第１９条の規定により利用させるこ

とができるものに限る。）について、

展示その他の方法により積極的に一般

の利用に供するよう努めなければなら

ない。 

 （利用の促進） 

第２５条 知事は、特定歴史公文書（第

１５条の規定により利用させることが

できるものに限る。）について、展示

その他の方法により積極的に一般の利

用に供するよう努めなければならな

い。 

 （利用の促進） 

第３０条 市長は、歴史的公文書等（第

１８条の規定により利用させることが

できるものに限る。）について、展示

その他の方法により積極的に一般の利

用に供するよう努めなければならな

い。 

 （利用の促進） 

第２５条 知事は、特定歴史行政文書等

（第１７条の規定により利用させるこ

とができるものに限る。）について、

展示その他の方法により積極的に一般

の利用に供するよう努めなければなら

ない。 

（移管元実施機関による利用の特例） 

第２５条 特定歴史公文書等を移管した

実施機関が知事に対してその所掌事務

又は業務を遂行するために必要である

として当該特定歴史公文書等について

利用請求をした場合には、第１９条第

１項第１号の規定は、適用しない。 

 （移管元実施機関等による利用の特

例） 

第２６条 特定歴史公文書を移管した実

施機関又は地方独立行政法人が知事に

対してそれぞれの所掌事務又は業務を

遂行するために必要であるとして当該

特定歴史公文書について利用請求をし

た場合には、第１５条第１項第１号の

規定は、適用しない。 

 （移管元実施機関による利用の特例） 

第３１条 歴史的公文書を移管した市長

以外の実施機関が市長に対してそれぞ

れその所掌事務又は業務を遂行するた

め必要であるとして当該歴史的公文書

について利用請求をした場合には、第

１８条第４項第１号の規定は、適用し

ない。 

 （移管元実施機関による利用の特例） 

第２６条 特定歴史行政文書等を移管し

た実施機関が知事に対してそれぞれの

所掌事務又は業務を遂行するために必

要であるとして当該特定歴史行政文書

等について利用請求をした場合には、

第１７条第１項第１号の規定は、適用

しない。 

（特定歴史公文書等の廃棄） 

第２６条 知事は、特定歴史公文書等と

して保存されている文書が歴史資料と

して重要でなくなったと認める場合に

は、当該文書を廃棄することができ

る。 

（歴史公文書の廃棄） 

第２９条 実施機関は、歴史公文書と

して保存されている文書が歴史的価

値を失ったと認める場合には、当該

文書を廃棄することができる。 

２ 実施機関は、前項の規定に基づき

文書を廃棄しようとするときは、岩

手県公文書管理委員会の意見を聴か

なければならない。 

（特定歴史公文書の廃棄） 

第２７条 知事は、特定歴史公文書とし

て保存されている文書が歴史資料とし

て重要でなくなったと認める場合に

は、当該文書を廃棄することができ

る。 

 （歴的公文書等の廃棄） 

第３２条 市長は、歴史的公文書等とし

て保存されている文書が歴史資料とし

て重要でなくなったと認める場合に

は、当該文書を廃棄することができ

る。 

２ 市長は、前項の規定により文書を廃

棄するときは、あらかじめ審議会の意

見を聴かなければならない。 

 （特定歴史行政文書等の廃棄） 

第２７条 知事は、特定歴史行政文書等

として保存されている文書が歴史資料

として重要でなくなったと認める場合

には、当該文書を廃棄することができ

る。 
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（保存及び利用の状況の公表） 

第２７条 知事は、特定歴史公文書等の

保存及び利用の状況について、毎年

度、その概要を公表しなければならな

い。 

 （保存及び利用の状況の公表） 

第２８条 知事は、特定歴史公文書の保

存及び利用の状況について、毎年度、

その概要を公表しなければならない。 

 （歴史的公文書等の保存及び利用状況

の公表） 

第３３条 市長は、歴史的公文書等の保

存及び利用の状況について、毎年度、

その概要を公表しなければならない。 

 （保存及び利用の状況の公表） 

第２８条 知事は、特定歴史行政文書等

の保存及び利用の状況について、毎年

度、その概要を公表しなければならな

い。 

（利用等規則） 

第２８条 知事は、特定歴史公文書等の

保存、利用及び廃棄が第１８条から前

条までの規定に基づき適切に行われる

ことを確保するため、特定歴史公文書

等の保存、利用及び廃棄に関する定め

を設けなければならない。 

（歴史公文書の保存等に関する定

め） 

第３０条 実施機関は、歴史公文書の

保存、利用及び廃棄が第１３条から

第２４条まで及び前条の規定により

適切に行われることを確保するた

め、次に掲げる事項を規定した歴史

公文書の保存等に関する定めを設け

なければならない。 

(1) 保存に関する事項 

(2) 第２４条に規定する費用の負担

その他一般の利用に関する事項 

(3) 廃棄に関する事項 

(4) 保存及び利用の状況の報告に関

する事項 

２ 実施機関は、前項の定めを設け、

又は変更しようとするときは、岩手

県公文書管理委員会の意見を聴かな

ければならない。ただし、岩手県公

文書管理委員会が軽微な事項と認め

るものについては、この限りでな

い。 

３ 実施機関は、第１項の定めを設

け、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならな

い。 

（特定歴史公文書の保存等に関する定

め） 

第２９条 知事は、特定歴史公文書の保

存、利用及び廃棄が第１４条から第２

３条まで及び第２５条から前条までの

規定に基づき適切に行われることを確

保するため、特定歴史公文書に係る次

に掲げる事項に関する定めを設け、こ

れを公表しなければならない。 

(1) 保存に関する事項 

(2) 第２３条に規定する費用負担その

他一般の利用に関する事項 

(3) 特定歴史公文書を移管した実施機

関又は地方独立行政法人による当該

特定歴史公文書の利用に関する事項 

(4) 廃棄に関する事項 

(5) 保存及び利用の状況の公表に関す

る事項 

  （特定歴史行政文書等の保存等に関す

る定め） 

第２９条 知事は、特定歴史行政文書等

の保存、利用及び廃棄が第１４条から

前条までの規定に基づき適切に行われ

ることを確保するため、特定歴史行政

文書等に関し、次に掲げる事項に関す

る定めを設けなければならない。 

 (1) 保存に関する事項 

 (2) 第２４条に規定する費用負担その

他一般の利用に関する事項 

 (3) 特定歴史行政文書等を移管した実

施機関による当該特定歴史行政文書

等の利用に関する事項 

 (4) 廃棄に関する事項 

 (5) 保存及び利用の状況の公表に関す

る事項 

２ 知事は、前項の定めを設け、又は変

更しようとするときは、公文書管理

委員会の意見を聴かなければならな

い。ただし、公文書管理委員会が軽

微な事項と認めるものについては、

この限りでない。 

３ 知事は、第１項の定めを設け、又は

変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（審理員による審理手続に関する規定

の適用除外） 

第２９条 利用請求に対する処分又は利

用請求に係る不作為についての審査請

求は、行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）第９条第１項本文の規定

は、適用しない。 

（審理員の指名等の適用除外） 

第２５条 利用決定等又は利用請求に

係る不作為に係る審査請求について

は、行政不服審査法(平成２６年法律

第６８号)第９条第１項本文の規定

は、適用しない。 

  （行政不服審査法の適用除外） 

第２６条 利用決定等又は利用請求に係

る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成２６年法律第６

８号）第９条第１項本文の規定は、適

用しない。 

 （行政不服審査法の適用除外） 

第３０条 利用決定等又は利用請求に係

る不作為についての審査請求は、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８

号）第９条第１項本文の規定は、適用

しない。 
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（東京都公文書管理委員会への諮問） 

第３０条 利用請求に対する処分又は利

用請求に係る不作為についての審査請

求があったときは、知事は、次に掲げ

る場合を除き、東京都公文書管理委員

会に諮問して、当該審査請求について

の裁決を行わなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下す

る場合 

(2) 利用請求に対する処分（利用請求に

係る特定歴史公文書等の全部を利用さ

せる旨の決定を除く。第３２条におい

て同じ。）を取り消し、又は変更し、

当該審査請求に係る特定歴史公文書等

の全部を利用させる場合（当該特定歴

史公文書等の利用について反対意見書

が提出されているときを除く。） 

２ 前項の審査請求があった場合におい

て、知事は、東京都公文書管理委員会

に対し、速やかに諮問をするよう努め

なければならない。 

３ 前２項の規定による諮問は、行政不

服審査法第９条第３項において読み替

えて適用する同法第２９条第２項に規

定する弁明書の写しを添えてしなけれ

ばならない。 

（岩手県公文書管理委員会への諮問

等） 

第２６条 利用決定等又は利用請求に

係る不作為について審査請求があっ

たときは、当該審査請求に対する裁

決をすべき実施機関は、次の各号の

いずれかに該当する場合を除き、速

やかに、岩手県公文書管理委員会に

諮問しなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下

する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る歴史公文

書の全部を利用させることとする

場合(当該歴史公文書の利用につい

て反対意見書が提出されている場

合を除く。) 

２ 前項の規定による諮問は、行政不

服審査法第９条第３項において読み

替えて適用する同法第２９条第２項

の弁明書の写し(同法第９条第３項に

おいて読み替えて適用する同法第３

０条第１項に規定する反論書が提出

された場合にあっては、弁明書の写

し及び当該反論書の写し)を添えてし

なければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした実

施機関（次項及び第３６条において

「諮問実施機関」という。）は、次

に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不

服審査法第１３条第４項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。） 

(2) 利用請求者（利用請求者が審査

請求人又は参加人である場合を除

く。） 

(3) 当該審査請求に係る歴史公文書

の利用について反対意見書を提出

した第三者（当該第三者が審査請

（審査請求及び山形県公文書等管理委

員会への諮問） 

第２４条 利用請求に対する処分又は利

用請求に係る不作為について不服があ

るものは、知事に対し、審査請求をす

ることができる。 

２ 利用請求に対する処分又は利用請求

に係る不作為に係る審査請求について

は、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第９条第１項本文の規定

は、適用しない。 

３ 利用請求に対する処分又は利用請求

に係る不作為に係る審査請求があった

ときは、知事は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、山形県公文書

等管理委員会に諮問しなければならな

い。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下す

る場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る特定歴史公

文書の全部を利用させることとする

場合（当該特定歴史公文書の利用に

ついて反対意見書が提出されている

場合を除く。） 

 （審議会への諮問等） 

第２７条 市長は、利用決定等又は利用

請求に係る不作為について審査請求が

あったときは、次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、遅滞なく、審議

会に諮問しなければならない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下す

る場合 

 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る歴史的公文

書等の全部を利用させることとする

場合（当該歴史的公文書等の利用に

ついて反対意見書が提出されている

場合を除く。） 

 (3) 審査請求が、審議会によって、市

民の権利利益及び行政の運営に対す

る影響の程度その他当該事件の性質

を勘案して、諮問を要しないものと

認められたものである場合 

２ 市長は、前項の規定による諮問に対

する答申があったときは、これを尊重

して、同項の審査請求についての裁決

を行わなければならない。 

 （委員会への諮問） 

第３１条 利用請求に対する処分又は利

用請求に係る不作為について、審査請

求があった場合は、知事は、次に掲げ

る場合を除き、公文書管理委員会に諮

問しなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下す

る場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る特定歴史公

文書等の全部を利用させる場合（当

該特定歴史行政書等の利用について

反対意見書が提出されている場合を

除く。） 

２ 前項の場合において、知事は、公文

書管理委員会に対し、審議に必要な資

料を提出するものとする。 
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求人又は参加人である場合を除

く。） 

４ 諮問実施機関は、第１項の規定に

よる諮問に対する答申を受けたとき

は、その答申を尊重して裁決をしな

ければならない。 

５ 前項の裁決は、審査請求がされた

日（行政不服審査法第２３条の規定

により不備を補正すべきことを命じ

た場合にあっては、当該不備が補正

された日）から起算して１２０日以

内に行うよう努めなければならな

い。 

（諮問をした旨の通知） 

第３１条 前条の規定により諮問をした

知事は、次に掲げる者に対し、諮問を

した旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審

査法第１３条第４項に規定する参加

人をいう。以下この章において同

じ。) 

(2) 利用請求者（利用請求者が審査請

求人又は参加人である場合を除

く。） 

(3) 当該審査請求に係る利用請求に対す

る処分について反対意見書を提出した

第三者(当該第三者が審査請求人又は

参加人である場合を除く。) 

   （諮問をした旨の通知） 

第２８条 市長は、前条第１項の規定に

より諮問をしたときは、次に掲げる者

に対し、諮問をした旨を通知しなけれ

ばならない。 

 (1) 審査請求人及び参加人（行政不服

審査法第１３条第４項に規定する参

加人をいう。以下同じ。） 

 (2) 利用請求者（利用請求者が審査請

求人又は参加人である場合を除

く。） 

 (3) 当該審査請求に係る歴史的公文書

等の利用について反対意見書を提出

した第三者（当該第三者が審査請求

人又は参加人である場合を除く。） 

（諮問をした旨の通知） 

第３２条 知事は、前条第１項の規定に

より諮問をしたときは、次に掲げる者

に対し、諮問をした旨を通知しなけれ

ばならない。 

 (1) 審査請求人及び参加人（行政不服

審査法第１３条第４項に規定する参

加人をいう。以下同じ。） 

 (2) 利用請求者（利用請求者が審査請

求人又は参加人である場合を除

く。） 

 (3) 前条第１項の審査請求に係る特定

歴史行政文書等の利用について反対

意見書を提出した第三者（当該第三

者が審査請求人又は参加人である場

合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場

合等における手続） 

第３２条 第２１条第４項の規定は、次

の各号のいずれかに該当する裁決をす

る場合について準用する。 

(1) 利用させる旨の決定に対する第三

者からの審査請求を却下し、又は棄

却する裁決 

(2) 審査請求に係る利用請求に対する処

分を変更し、当該利用請求に対する処

分に係る特定歴史公文書等を利用させ

（第三者からの審査請求を棄却する

場合等における手続） 

第２７条 第２２条第３項の規定は、

次の各号のいずれかに該当する裁決

をする場合について準用する。 

(1) 利用決定に対する第三者からの

審査請求を却下し、又は棄却する

裁決 

(2) 審査請求に係る利用決定等（利

用請求に係る歴史公文書の全部を

利用させる旨の決定を除く。）を

  （第三者からの審査請求を棄却する場

合等における手続） 

第２９条 第２３条第４項の規定は、次

の各号のいずれかに該当する裁決をす

る場合について準用する。 

 (1) 利用決定に対する第三者からの審

査請求を却下し、又は棄却する場合 

 (2) 審査請求に係る利用決定等（利用

請求に係る歴史的公文書等の全部を

利用させる旨の決定を除く。）を変

更し、当該審査請求に係る歴史的公

 （第三者からの審査請求を棄却する場

合における手続） 

第３３条 第２２条第４項の規定は、次

の各号のいずれかに該当する裁決をす

る場合について準用する。 

 (1) 利用請求に対する第三者からの審

査請求を却下し、又は棄却する裁決 

 (2) 利用請求に係る利用決定等（利用

請求に係る特定歴史行政文書等の全

部を利用させる旨の決定を除く。）

を変更し、当該審査請求に係る特定



28 

 

東京都 岩手県 山形県 仙台市 宮城県（たたき台） 

る旨の裁決（第三者である参加人が当

該特定歴史公文書等の利用に反対の意

思を表示している場合に限る。） 

変更し、当該審査請求に係る歴史

公文書を利用させる旨の裁決(第三

者である参加人が当該歴史公文書

の利用に反対の意思を表示してい

る場合に限る。) 

文書等を利用させる旨の裁決（第三

者である参加人が当該歴史的公文書

等を利用させることに反対の意思を

表示している場合に限る。） 

 

歴史行政文書等を利用させる旨の裁

決（第三者である参加人が当該特定

歴史行政文書等を利用させることに

反対の意思を表示している場合に限

る。） 

（東京都公文書管理委員会の調査権

限） 

第３３条 東京都公文書管理委員会は、

必要があると認めるときは、知事に対

し、審査請求のあった利用請求に対す

る処分に係る特定歴史公文書等の提示

を求めることができる。この場合にお

いては、何人も、東京都公文書管理委

員会に対し、その提示された特定歴史

公文書等の開示を求めることができな

い。 

２ 知事は、東京都公文書管理委員会か

ら前項の規定による求めがあったとき

は、これを拒んではならない。 

３ 東京都公文書管理委員会は、必要が

あると認めるときは、知事に対し、審

査請求のあった利用請求に対する処分

に係る特定歴史公文書等に記録されて

いる情報の内容を東京都公文書管理委

員会の指定する方法により分類し、又

は整理した資料を作成し、東京都公文

書管理委員会に提出するよう求めるこ

とができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほ

か、東京都公文書管理委員会は、審査

請求に係る事件に関し、審査請求人、

参加人又は知事（以下「審査請求人

等」という。）に意見書又は資料の提

出を求めること、適当と認める者にそ

の知っている事実を陳述させることそ

の他必要な調査をすることができる。 

（委員会の調査権限） 

第３６条 委員会は、審査請求に係る

事件に関し必要があると認めるとき

は、諮問実施機関に対し、利用決定

等に係る歴史公文書の提示を求める

ことができる。この場合において

は、何人も、委員会に対し、その提

示された歴史公文書の利用を求める

ことができない。 

２ 諮問実施機関は、委員会から前項

の規定に基づく求めがあったとき

は、これを拒んではならない。 

３ 委員会は、審査請求に係る事件に

関し必要があると認めるときは、諮

問実施機関に対し、利用決定等に係

る歴史公文書に記録されている情報

の内容を委員会の指定する方法によ

り分類し、又は整理した資料を作成

し、委員会に提出するよう求めるこ

とができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほ

か、委員会は、審査請求に係る事件

に関し、審査請求人、参加人又は諮

問実施機関（以下「審査請求人等」

という。）に意見書又は資料の提出

を求めること、適当と認める者にそ

の知っている事実を陳述させ、又は

鑑定を求めることその他必要な調査

をすることができる。 

 

（資料の提出等の求め） 

第３８条 委員会は、その所掌事務を遂

行するため必要があると認める場合に

は、実施機関若しくは地方独立行政法

人又は知事に対し、資料の提出、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求め

ることができる。 

  （委員会の調査権限） 

第３４条 公文書管理委員会は、必要が

あると認めるときは、知事に対し、利

用決定等に係る特定歴史行政文書等の

提示を求めることができる。この場合

においては、何人も、公文書管理委員

会に対し、その提示された特定歴史行

政文書等の開示を求めることができな

い。 

２ 知事は、公文書管理委員会から前項

の規定による求めがあったときは、こ

れを拒んではならない。 

３ 公文書管理委員会は、第３１条第２

項の規定により提出された資料のほ

か、必要があると認めるときは、知事

に対し、審査請求のあった利用請求に

対する処分に係る特定歴史公文書等に

記録されている情報の内容を公文書管

理委員会の指定する方法により分類

し、又は整理した資料を作成し、公文

書管理委員会に提出するよう求めるこ

とができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほ

か、公文書管理委員会は、審査請求に

係る事件に関し、審査請求人、参加人

又は知事（以下「審査請求人等」とい

う。）に意見書又は資料の提出を求め

ること、適当と認める者にその知って

いる事実を陳述させ、又は鑑定を求め

ることその他必要な調査をすることが

できる。 

（意見の陳述等） 

第３４条 東京都公文書管理委員会は、

審査請求人等から申出があったとき

（意見の陳述） 

第３７条 委員会は、審査請求人等か

ら申立てがあったときは、当該審査

請求人等に口頭で意見を述べる機会

   （意見の陳述） 

第３５条 公文書管理委員会は、審査請

求人等から申立てがあったときは、当

該審査請求人等に口頭で意見を述べる
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は、当該審査請求人等に、口頭で意見

を述べる機会を与えることができる。 

２ 前項の場合においては、審査請求人

又は参加人は、東京都公文書管理委員

会の許可を得て、補佐人とともに出頭

することができる。 

３ 東京都公文書管理委員会は、審査請

求人等から申出があったときは、当該

審査請求人等に、意見書又は資料の提

出を認めることができる。この場合に

おいて、審査請求人等は、東京都公文

書管理委員会が意見書又は資料を提出

すべき相当の期間を定めたときは、そ

の期間内にこれを提出しなければなら

ない。 

４ 東京都公文書管理委員会は、審査請

求人等から意見書又は資料が提出され

た場合、審査請求人等（当該意見書又

は資料を提出した者を除く。）にその

旨を通知するよう努めなければならな

い。 

を与えなければならない。ただし、

委員会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査

請求人又は参加人は、委員会の許可

を得て、補佐人とともに出頭するこ

とができる。 

 

（意見書等の提出） 

第３８条 審査請求人等は、委員会に

対し、意見書又は資料を提出するこ

とができる。ただし、委員会が意見

書又は資料を提出すべき相当の期間

を定めたときは、その期間内にこれ

を提出しなければならない。 

 

機会を与えなければならない。ただ

し、公文書管理委員会が、その必要が

ないと認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項本文の場合においては、審査請

求人又は参加人は、公文書管理委員会

の承認を得て、補佐人とともに出席す

ることができる。 

 

 （意見書等の提出） 

第３６条 審査請求人等は、公文書管理

委員会に対し、意見書又は資料を提出

することができる。この場合におい

て、公文書管理委員会が意見書又は資

料を提出すべき相当の期間を定めたと

きは、その期間内にこれを提出しなけ

ればならない。 

（提出資料の閲覧等） 

第３５条 審査請求人等は、東京都公文

書管理委員会に対し、第３３条第３項

及び第４項並びに前条第３項の規定に

より東京都公文書管理委員会に提出さ

れた意見書又は資料の閲覧（電磁的記

録にあっては、記録された事項を東京

都公文書管理委員会が定める方法によ

り表示したものの閲覧）又は写し（電

磁的記録にあっては、記録された事項

を記載した書面）の交付を求めること

ができる。この場合において、東京都

公文書管理委員会は、第三者の利益を

害するおそれがあると認めるときその

他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧又は写しの交付を拒むことが

できない。 

２ 東京都公文書管理委員会は、前項の

規定による閲覧をさせ、又は同項の規

（提出資料の写しの送付等） 

第４０条 委員会は、第３６条第３項

若しくは第４項又は第３８条の規定

に基づく意見書又は資料の提出があ

ったときは、当該意見書又は資料の

写し（電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをい

う。以下この項及び次項において同

じ。）にあっては、当該電磁的記録

に記録された事項を記載した書面）

を当該意見書又は資料を提出した審

査請求人等以外の審査請求人等に送

付するものとする。ただし、第三者

の利益を害するおそれがあると認め

られるときその他正当な理由がある

ときは、この限りでない。 

   （提出資料の写しの送付等） 

第３７条 公文書管理委員会は、第３４

条第３項若しくは第４項又は前条の規

定による意見書又は資料の提出があっ

たときは、当該意見書又は資料の写し

（電磁的記録にあっては、当該電磁的

記録に記録された事項を記載した書

面）を当該意見書又は資料を提出した

審査請求人等以外の審査請求人等に送

付するものとする。ただし、第三者の

利益を害するおそれがあると認められ

るとき、その他正当な理由があるとき

は、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、公文書管理委員会

に対し、公文書管理委員会に提出され

た意見書若しくは資料の閲覧（電磁的

記録にあっては、記録された事項を公

文書管理委員会が定める方法により表

示したものの閲覧）又は当該意見書若
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定による写しの交付をしようとすると

きは、当該閲覧又は写しの交付に係る

意見書又は資料の提出人の意見を聴か

なければならない。ただし、東京都公

文書管理委員会が、その必要がないと

認めるときは、この限りでない。 

３ 東京都公文書管理委員会は、第１項

の規定による閲覧又は写しの交付につ

いて、その日時及び場所を指定するこ

とができる。 

２ 審査請求人等は、委員会に対し、

委員会に提出された意見書又は資料

の閲覧（電磁的記録にあっては、記

録された事項を委員会が定める方法

により表示したものの閲覧）を求め

ることができる。この場合におい

て、委員会は、第三者の利益を害す

るおそれがあると認めるときその他

正当な理由があるときでなければ、

その閲覧を拒むことができない。 

３ 委員会は、第１項の規定による送

付をし、又は前項の規定に基づく閲

覧をさせようとするときは、当該送

付又は閲覧に係る意見書又は資料を

提出した審査請求人等の意見を聴か

なければならない。ただし、委員会

が、その必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

４ 委員会は、第２項の規定に基づく

閲覧について、日時及び場所を指定

することができる。 

しくは資料の写し（電磁的記録にあっ

ては、当該電磁的記録に記録された事

項を記載した書面）の交付（以下この

条において「閲覧等」という。）を求

めることができる。この場合におい

て、公文書管理委員会は、第三者の利

益を害するおそれがあると認めると

き、その他正当な理由があるときでな

ければ、その閲覧等を拒むことができ

ない。 

３ 公文書管理委員会は、第１項の規定

による送付をし、又は閲覧等をさせよ

うとするときは、当該送付又は閲覧等

に係る意見書又は資料を提出した審査

請求人等の意見を聴かなければならな

い。ただし、公文書管理委員会がその

必要がないと認めるときは、この限り

でない。 

４ 公文書管理委員会は、閲覧等につい

て、日時及び場所を指定することがで

きる。 

（審査請求の制限） 

第３６条 この条例の規定による東京都

公文書管理委員会の処分又はその不作

為については、審査請求をすることが

できない。 

    

（答申書の送付） 

第３７条 東京都公文書管理委員会は、

諮問に対する答申をしたときは、答申

書の写しを審査請求人及び参加人に送

付するとともに、当該答申の内容を公

表しなければならない。 

（答申書の送付等） 

第４２条 委員会は、第２６条第１項

の規定による諮問に対する答申をし

たときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付するとともに、

答申の内容を公表するものとする。 

   （答申書の送付等） 

第３８条 公文書管理委員会は、諮問に

対する答申をしたときは、答申書の写

しを審査請求人及び参加人に送付する

とともに、答申の内容を公表するもの

とする。 

２ 知事は、前項の規定による諮問に対

する答申があったときは、その答申を

尊重して、同項の審査請求についての

裁決を行わなければならない。 

 （地方独立行政法人等に対する審査

請求） 

第２８条 地方独立行政法人等がした

利用決定等又は地方独立行政法人等
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に対する利用請求に係る不作為につ

いて不服がある者は、当該地方独立

行政法人等に対し、審査請求をする

ことができる。 

第４章 東京都公文書管理委員会 

（東京都公文書管理委員会） 

第３８条 公文書等の管理に関する重要

な事項について、実施機関の諮問を受

けて審議し、又は実施機関に意見を述

べるため、東京都公文書管理委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、公文書等の管理に関して

優れた識見を有する者のうちから、知

事が任命する委員７人以内をもって組

織する。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の

任期は前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

４ 委員会は、第３０条に規定する事項

にあってはその指名する委員三人以上

をもって構成する部会に審議させるこ

とができる。 

５ 前項の規定により行う部会の審議の

手続は、公開しないことができる。 

６ 委員は、前項の規定に基づき公開し

ないとされた部会の審議の手続におい

て職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様と

する。 

７ 前各項で定めるもののほか、委員会

の組織及び運営に関し必要な事項は、

東京都規則で定める 

第５章 岩手県公文書管理委員会 

（設置等） 

第３１条 実施機関の諮問に応じ、こ

の条例の規定によりその権限に属さ

せられた事項を調査審議するため、

岩手県公文書管理委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、前項の規定による調査

審議のほか、この条例の実施に関し

実施機関に意見を述べることができ

る。 

 

(組織) 

第３２条 委員会は、委員５人以内で

組織する。 

 

(委員) 

第３３条 委員は、学識経験のある者

のうちから知事が任命する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただ

し、欠員が生じた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

３ 知事は、委員が心身の故障のため

職務の執行ができないと認めると

き、又は委員に職務上の義務違反そ

の他委員たるに適しない非行がある

と認めるときは、その委員を罷免す

ることができる。 

４ 委員は、職務上知ることができた

秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

５ 委員は、在任中、政党その他の

政治的団体の役員となり、又は積極

的に政治運動をしてはならない。 

 

第５章 山形県公文書等管理委員会 

（設置） 

第３０条 この条例の規定によりその権

限に属させられた事項を調査審議させ

るため、山形県公文書等管理委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（組織） 

第３１条 委員会は、委員５人以内で組

織する。 

 

 

（委員） 

第３２条 委員は、学識経験のある者の

うちから、知事が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただ

し、補欠又は増員により任命された委

員の任期は、前任者又は現任者の残任

期間とする。 

３ 委員は、再任されることを妨げな

い。 

４ 委員又は委員であった者は、職務上

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（委員長） 

第３３条 委員会に委員長を置き、委員

の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を

代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長

が欠けたときは、委員長があらかじめ

指名する委員が、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

  第４章 公文書管理委員会 

 （設置） 

第３９条 この条例の規定によりその権

限に属させられた事項を調査審議する

ため、公文書管理委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

 

 （組織） 

第４０条 委員会は、委員５人以内で組

織する。 

２ 委員は、公文書の管理に関して優れ

た識見を有する者のうちから、知事が

任命する。 

 

 （任期） 

第４１条 委員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

 （委員長） 

第４２条 委員会に委員長を置き、委員

の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を

代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員

長が欠けたときは、あらかじめ指名す

る委員が、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第４３条 委員会の会議は、委員長が招

集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上の

出席がなければ開くことができない。 
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（委員長） 

第３４条 委員会に委員長を置き、委

員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の

議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委

員長が欠けたときは、委員長があら

かじめ指名する委員が、その職務を

代理する。 

 

（会議） 

第３５条 委員会は、委員長が招集す

る。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席

しなければ会議を開くことができな

い。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半

数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 委員会は、第２６条第１項の規定

による諮問のあった日から起算して

９０日以内に答申するよう努めなけ

ればならない。 

 

（審査請求に係る調査審議手続の非

公開） 

第４１条 委員会の行う審査請求に係

る調査審議の手続は、公開しない。 

第３４条 委員会の会議（以下「会議」

という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなけ

れば、開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過

半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は会長

が欠けたときは、あらかじめその指名

する委員が、その職務を代理する。 

 

 （審査請求に関する調査審議の会議の

非公開） 

第４４条 第３１条第１項の規定による

諮問に応じて委員会が調査審議する会

議は、公開しない。 

 

 （秘密の保持） 

第４５条 委員は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

（委員会への諮問及び報告） 

第３９条 知事は、次に掲げる場合に

は、委員会に諮問しなければならな

い。 

(1) 第７条第４項の規定により、保存

期間が満了したときの措置に関する

指針の制定又は改正をしようとする

とき。 

(2) 第２６条の規定により、特定歴史

公文書等として保存されている文書

を廃棄しようとするとき。 

 （委員会への諮問） 

第３７条 実施機関及び地方独立行政法

人は、文書管理規程及び法人文書管理

規程の制定又は改廃の立案をしようと

するときには、委員会に諮問しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、次に掲げる場合には、委員

会に諮問しなければならない。 

(1) この条例に基づく規則及び第２９

条に規定する定めの制定又は改廃の

立案をしようとするとき。 

  （委員会への諮問） 

第４６条 知事は、次に掲げる場合に

は、委員会に諮問しなければならな

い。 

 (1) この条例の施行に関する規則の制

定又は改正をしようとするとき。 

 (2) 第２７条の規定により特定歴史行

政文書等として保存されている文書

を廃棄しようとするとき。 
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２ 実施機関は、第７条第３項に規定す

る保存期間が満了したときの措置に関

する基準の制定又は改正をしたとき

は、委員会に報告しなければならな

い。 

(2) 第２７条の規定による廃棄をしよ

うとするとき。 

 （委員による調査手続） 

第３９条 委員会は、必要があると認

めるときは、その指名する委員に、

第３６条第１項の規定に基づき提示

された歴史公文書を閲覧させ、同条

第４項の規定に基づく調査をさせ、

又は第３７条第１項本文の規定によ

る審査請求人等の意見の陳述を聴か

せることができる。 

   

 （庶務） 

第４３条 委員会の庶務は、総務部に

おいて処理する。 

（庶務） 

第３５条 委員会の庶務は、総務部にお

いて処理する。 

   

 （委員長への委任） 

第４４条 この章に定めるもののほ

か、委員会の運営に関し必要な事項

は、委員長が委員会に諮って定め

る。 

（委任） 

第３６条 この条例に定めるもののほ

か、委員会の運営に関し必要な事項

は、委員長が委員会に諮って定める。 

  （委任） 

第４７条 この章に定めるもののほか、

委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

第５章 雑則 

（刑事訴訟に関する書類等の取扱い） 

第４０条 刑事訴訟法（昭和２３年法律

第１３１号）第５３条の２第３項に規

定する訴訟に関する書類については、

第３条及び第４条並びに第２章及び第

３章の規定は適用しない。 

２ 刑事訴訟法第５３条の２第４項に規

定する押収物については、この条例の

規定は適用しない。 

《第６章 雑則》 

（適用除外） 

第４９条 次の各号に掲げるものにつ

いては、当該各号に定める規定は、

適用しない。 

(1) 刑事訴訟法(昭和２３年法律第

１３１号)第５３条の２第３項に規

定する訴訟に関する書類 第２章

（第８条を除く。）の規定 

(2) 刑事訴訟法第５３条の２第４項

に規定する押収物 この条例の規

定 

第６章 雑則 

（訴訟に関する書類等の取扱い） 

第３９条 次の各号に掲げるものについ

ては、当該各号に定める規定は、適用

しない。 

(1) 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１

３１号）第５３条の２第３項に規定

する訴訟に関する書類（次項におい

て「訴訟書類」という。） 第２章

の規定 

(2) 刑事訴訟法第５３条の２第４項に

規定する押収物 この条例の規定 

２ 実施機関は、知事と協議して定める

ところにより、当該実施機関が保有す

る訴訟書類で歴史資料として重要なも

の（以下この条において「歴史的訴訟

書類」という。）の適切な保存のため

に必要な措置を講ずるものとする。 

 第５章 雑則 

（刑事訴訟に関する書類等の取扱い） 

第４８条 刑事訴訟法（昭和２３年法律

第１３１号）第５３条の２第３項に規

定する訴訟に関する書類（以下「訴訟

書類」という。）については、第２章

及び第３章の規定は適用しない。 

２ 刑事訴訟法第５３条の２第４項に規

定する押収物については、この条例の

規定は適用しない。 

３ 実施機関は、訴訟書類のうち歴史行

政文書等に該当するものの適切な保存

のために必要な措置を講ずるものとす

る。 

４ 実施機関は、訴訟書類が歴史行政文

書等に該当すると認めるときは、知事

と協議し、当該訴訟書類を公文書館に

移管することができる。この場合にお
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３ 知事は、前項の協議による定めに基

づき、歴史的訴訟書類について、知事

において保存する必要があると認める

場合には、当該歴史的訴訟書類を保有

する実施機関との合意により、その移

管を受けることができる。 

４ 前項の規定により知事に移管された

歴史的訴訟書類については、特定歴史

公文書とみなして、第４章の規定を適

用する。ただし、同項の規定による実

施機関との合意において利用の制限を

行うこととされている歴史的訴訟書類

について利用の請求があったときは、

第１５条の規定にかかわらず、知事

は、利用を制限するものとする。 

 

 

いて、当該訴訟書類については、第２

条第４項に規定する特定歴史行政文書

等とみなして、第３章の規定を適用す

る。 

５ 実施機関は、前項の規定により公文

書館に移管する訴訟書類について、公

文書館において利用の制限を行うこと

が適切であると認める場合には、その

旨の意見を付さなければならない。 

６ 前項の規定により意見が付された特

定歴史行政文書等について利用請求が

あったときは、第１７条の規定にかか

わらず、知事は、利用の制限を行うも

のする。 

（罰則） 

第４２条 第３８条第６項の規定に違反

して秘密を漏らした者は、１年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る。 

第７章 罰則 

第５１条 第３３条第４項の規定に違

反して秘密を漏らした者は、１年以

下の懲役又は５０万円以下の罰金に

処する。 

第７章 罰則 

第４２条 第３２条第４項の規定に違反

して秘密を漏らした者は、１年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る。 

  （罰則） 

第４９条 第４５条の規定に違反して秘

密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑

又は５０万円以下の罰金に処する。 

  《第６章 雑則》 

（職員に対する研修） 

第４０条 実施機関及び地方独立行政法

人は、それぞれ、当該実施機関又は当

該地方独立行政法人の職員に対し、公

文書等の管理を適正かつ効果的に行う

ために必要な知識及び技能を習得さ

せ、及び向上させるために必要な研修

を行うものとする。 

２ 知事は、実施機関及び地方独立行政

法人の職員に対し、歴史公文書の適切

な保存及び移管を確保するために必要

な知識及び技能を習得させ、及び向上

させるために必要な研修を行うものと

する。 

   第５章 雑則 

 （研修） 

第３８条 実施機関は、当該実施機関の

職員に対し、公文書等の管理を適正か

つ効果的に行うために必要な知識及び

技能を習得させ、及び向上させるため

に必要な研修を行うものとする。 

 

（研修） 

第５０条 実施機関は、当該実施機関の

職員に対し、公文書の管理を適正かつ

効果的に行うために必要な知識及び技

能を習得させ、及び向上させるために

必要な研修を行うものとする。 

２ 知事は、実施機関の職員に対し、歴

史行政文書等の適切な保存及び移管を

確保するために必要な知識及び技能を

習得させ、及び向上を図るために必要

な研修を行うものとする。 

 《第６章 雑則》 

（組織の見直しに伴う公文書の適正

な管理のための措置） 

 

（組織の見直しに伴う公文書等の適正

な管理のための措置） 
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第４６条 実施機関は、当該実施機関

について統合、廃止等の組織の見直

しが行われる場合には、その管理す

る公文書について、統合、廃止等の

組織の見直しの後においてこの条例

の規定に準じて適正に管理が行われ

るよう必要な措置を講じなければな

らない。 

第４１条 実施機関は、当該実施機関に

ついて統合、廃止等の組織の見直しが

行われる場合には、その管理する公文

書について、統合、廃止等の組織の見

直しの後においてこの条例の規定に準

じた適正な管理が行われることが確保

されるよう必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 地方独立行政法人は、当該地方独立

行政法人について民営化等の組織の見

直しが行われる場合には、その管理す

る法人文書について、民営化等の組織

の見直しの後においてこの条例の規定

に準じた適正な管理が行われることが

確保されるよう必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

（出資等法人の文書の管理） 

第１６条 都が出資その他財政支出等を

行う法人であって、実施機関が定める

もの（以下「出資等法人」という。）

は、この条例の趣旨にのっとり、文書

の適正な管理を行うため必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資等法人に対し、前

項に規定する必要な措置を講ずるよう

指導に努めなければならない。 

（出資法人の文書管理） 

第４７条 県が資本金、基本金その他

これらに準ずるものを出資している

法人（地方独立行政法人等を除く。

以下「出資法人」という。）は、こ

の条例の趣旨にのっとり、当該出資

法人の保有する文書の適正な管理に

関し必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

２ 実施機関は、出資法人のうち実施

機関が定めるものについて、その性

格及び業務内容に応じ、当該出資法

人の保有する文書について適正に管

理が行われるよう、必要な措置を講

じなければならない。 

  （出資団体等の文書管理） 

第５１条 県から出資、出えん又は補助

金等（補助金、交付金、負担金又は委

託料をいう。以下同じ。）の交付（以

下「出資等」という。）を受けた団体

（県が設立した地方独立行政法人及び

公社を除く。以下「出資団体等」とい

う。）のうち規則で定めるものは、こ

の条例の趣旨にのっとり、文書の適正

な管理を行うため必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資団体等に対し、前

項に規定する必要な措置を講ずるよう

指導に努めなければならない。 

（公の施設の指定管理者の文書の管理） 

第１７条 都の公の施設を管理する指定

管理者（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項に規

定する指定管理者をいう。以下同

じ。）は、この条例の趣旨にのっと

り、当該公の施設の管理に関する文書

（指定管理者の文書管理） 

第４８条 実施機関は、指定管理者

（地方自治法第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。以下

同じ。）に公の施設の管理を行わせ

るときは、当該指定管理者との間で

締結する協定において、当該公の施

設の管理に関する文書について適正

  （指定管理者の文書管理） 

第５２条 県が設置する公の施設（地方

自治法（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条第１項に規定す

る公の施設をいう。以下同じ。）の管

理を行う指定管理者（同法第２４４条

の２第３項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。）は、この条例の趣旨
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の適正な管理を行うため必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

２ 実施機関は、都の公の施設の指定管

理者に対し、前項に規定する必要な措

置を講ずるよう指導に努めなければな

らない。 

に管理が行われるよう、当該指定管

理者が講ずべき措置を明らかにしな

ければならない。 

にのっとり、当該公の施設の管理に関

する文書の適正な管理を行うため必要

な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

２ 実施機関は、指定管理者に対し、前

項に規定する必要な措置を講ずるよう

指導に努めなければならない。 

    （寄贈又は寄託された文書の受入

れ） 

第５３条 知事は、第２条第４項第２号

の寄贈又は寄託を受けるに当たって

は、当該寄贈又は寄託に係る文書が歴

史行政文書等に該当するか否かについ

て、公文書管理委員会の意見を聴かな

ければならない。  

（委任） 

第４１条 この条例の施行について必要

な事項は、都規則等で定める。 

（補則） 

第５０条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の実施に関し必要な事

項は、実施機関が別に定める。 

  （委任） 

第３９条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の実施に関し必要な事項

は、市長が定める。 

 （委任） 

第５４条 この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

は、知事が別に定める。 

 

 


